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ベルギー金融資本の成立と発展(1 ) 

ーソシエテ・ジェネラノレとブリュッセル銀行ー

序

1.ソシエテ・ジェネラルの設立とその初期の活動 1822-30 

1I.ベルギーの産業革命と銀行資本 1830-39 

][.二月革命の経済危機と銀行改革一中央銀行の創立(以上本号〉

IV.ベルギーの対外進出と銀行資本 1850-1914 

v.両大戦聞における金融資本

結び

石坂昭雄

序

ベルギーは，ヨ{ロッパ大陸の最先進地帯として，ヨーロツパ産業革命史

上際立った役割を演じて来た。その製鉄・機械工業や石炭業は， 19世紀の前

半にフランスやドイツの停滞を尻目に，逸速くイギリスの生産力水準に追付

く程の発展をみせ，他のヨーロッパ諸国 わけでもドイツーにこれを媒介し

たがり，それに止まらずこの国は，続く半世紀のうちにヨーロッパの有力な

資本輸出国の一つに成長した。

この重工業部門を基軸とする目覚しい発展を可能ならしめたものは，自己

金融による鯛牛の如き資本蓄積に代る，株式会社形態を槙杵とする資本集中

=社会的遊休資金の動員であったのであり，それを支えたものは，巨大株式

銀行の引受=発行活動や長期信用の供与であった。そして，これらの大銀行

は，既に1830年代にフランスのクレディ・モピリエの理念を先取して，ベノレ

ギーの産業革命を主導し，また後のドイツの混合銀行成立に当っても，一つ

の原型を提供した。しかも，ベルギーの大銀行はその後も産業企業に直接参
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与を続け， 自ら巨大コンツェノレン形成の途を歩んで行った2)。 のみならず，

ベノレギーの巨大銀行は，時にはフランス資本と，時にはロシア資本と手を携

え，旧ロシア帝国をはじめ，スペイン，エジプト，中国に対する資本輸出の

尖兵となり，又，今日に到るも，コンゴ植民地における世界有数の銅・ウラ

ニウムの拡IJIトラストの支配者でもある O

木稿は I金融資木一l形成史においても，帝国主義的海外進出においても

決して軽視しえぬ意、義を持つベルギー「金融資本」の形成過程と，その国際

的活動を追跡することを目的としている O ただし，対象とする時期を第二次

大戦前に限ったのは，戦後のベノレギー経済についての資料を十分に蒐集でき

なかったことに加えて，戦後については種々の新しい視点が要請されるため

である。この点は，今後の課題としたい。

(1) 製鉄業，石炭業の発展の国際比較については，第 1図，第2図，並びに第 l表を

参照せよ。殊にコークス銑の生産高に注意。なおベルギー産業革命については，別

稿で正面から取扱うことにしたい。

(2) ベルギー産業革命の過程でみられる，大銀行資本による株式会社の支配の現象を

もって金融資本の成立を認めるべきではない。 1850年代におけるフランスのクレデ

ィ・モピリエ CreditMobili巴rや，ドイツのシャーフハウゼン銀行 Schaa白lause-

n'scher Bankvereinやダルムシュタット銀行 DarmstadterBankの場合と同様，

こうした銀行資本と産業資本の癒着は，生産の集積や独占形成の帰結ではない。寧

ろ，かかる株式会社による資本の集中は，イギリスの如き先進国の到達した技術水

準や経伝'規模に一挙に追付くなり，これと国際競争の中で対抗して行くために要請

されたものであり，蓄積や集積の低位を補完するものであった，このJ誌について

は，大野英二氏の指摘 crドイツ資本主義論」未来社1965年， 169頁〉を参照。 た

だし，前以って指摘しておくならば，ベルギーにおける金融寡頭制の確立はートイ

ツとは逆にー第一次大戦後に求めるべきであろう。

な お 金 融 資 本Jの概念規定や，段階の問題は，必要な限り行論で触れるに止

める。
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出典;フランス及びドイツは，メ γデリソ γ 「恐慌の理論と歴史J][， IV，ベルギ

ーについては， P. Scholler.La transformation economique de la Belgique de 

1832 a 1844. Bulleti柑 de[' Institut de recherches econo仰 iquesXIV (1948) Tabl-

eau V. 

Expose de la situation c1u Royaum; Periode decennale de 1841ー 1850，c1o，. 

1851-60. 
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第2図銑鉄生産 00，000トン〉

4 

1850 1855 1860 

( 1 )ベルギーコークス銑(1830，32，36，37，39，41，43-60)

(2 )フランスコークス銑(1830，46;47，50，55-60) 

出典;ドイツ及びフラ γスは第 1図に同じ，ベルギーは， P. Schδller， op. ci t. p. 

580. A. Wibail， Evolution economique de 1a siderurgie be1ge de 1830邑 1813

Bulleti刊 de[' II倒的utdes sciences eco削 mique.V. 1933， 

フランスのコークス銑は， M.Levy-Levoyer， Les Banques europeennes et l' 

industrialisation internationa1e dans premi色remoitie du XIX si色c1e.paris 1 

964 Fig. 14， 
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第 1表 ヨーロッパ諸国の人口 1人当りの銑鉄生産高(1843年〉

国 名 生産高凶|人 口 (B) A/B 

イ ギ リ ス 150万トン 2600万人 57.75kg 

フ フ :/ ス 25 3500 7.15 

ド イ ツ 16 2700 5.55 

(プロイセン〉 (12) (1500) (8.30) 

オ ー ストリア 10 3600 3.85 

ロ シ ア 30 5400 5.55 
J¥. 、 ノレ ギ 10 400 25 

ス 三巴 ア γ 8 320 25 

出典 L. Beck. Geschichte des Eisens IV. 1899 S. 756 

1 .ソシエテ・ジェネラルの設立とその初期の活動 1822-1830 

ところで， こうした巨大混合銀行会の中で，最も古い歴史を持ち，その資金

量においても支配企業数においても並ぶものなき地位を誇って来たのが， ソ

シエテ・ジェネラル Societe Generale であるO しかし，この銀行は，そ

もそもの出発においては，決してグレディ・モピリエ型の発起銀行たること

を目指していたのでもなかったし，又，最初から混合銀行の性格を具えたの

でもなかった。それでは，はじめに，この銀行の歴史的背景と設立の経過を

辿ってみよう O

ベルギー(南ネーデルラント)は， 18世紀後半に，宗教戦争以来の長年の

沈滞をJl見してヨーロッパ大陸の有力な工業地帯のーっとなり，フランス革命

後ナポレオン帝国に編入されてからは，大陸封鎖と広域市場の恩恵を最大限

に亨受し，早くも 1800年には産業革命に突入する。しかし，金融業務の発達

は著しい立遅れを示していた。発券銀行の設立を促す内国手形の流通も殆ん

どみられなかったのみならず，外国為替の取引や公憤発行業務も，アントウ

ェルベンの没落後は完全にアムステノレダム金融市場の勢力下に置かれ，有力

な前期的金融者が育たなかった。そのため，アントウェルペン， Antwerp-

en， ブリュッセノレ Brussel， リエージュLiege，ガン Gand， オステン

ドOstendeの甚だ見劣りのする個人金融業者が細々と外国為替やオースト
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リア公債の取引に従事していた他は，金融は不動産抵当貸付に限られていた。

りしかも，南ネーデノレラントは，スペインやオーストリアの如き外国の統治

下にあったため，絶対王制の手になる強力な金融再編(=先進国の制度や技

術の導入)もみられなかったし， 18世紀末に二三の外国人から出された発券

銀行設立の請願も握り潰された儲で、革命を迎えた2)。 フランス領時代も，ベ

ルギー地方にはフランス銀行の支庖がーガンの綿紡績業者逮の懇請にもかか

わらず全く設置を見ずに終るO 3} 

さて， 1815年，フランスから切離されたベルギーは，ヴィーン会議によって

オランダにつけられ，オラニエ家を戴くネーデノレラント王国 hetKonink-

rijk der Nederlanden. Royaum des Pays-Basを形作った。当時，フラ

ンスの京高幹を脱したばかりのオランダ側では，国王のイニシプティーヴで，

経済復興を支援する目的をもって，資本金500万グルデン guldenの株式会

社組織による発券銀行(ネーデルラント銀行 deNeder1andsche Bank) 

が1814年にアムステルダムに設立されたが，オランダの如き商業圏では，商

業手形の欠如と，銀行券への不信のため，発行高も， 6~700万グルデンに止

まり，その流通範囲もアムステノレダムに限られていた。その後ベルギー諸州

の併合に当って，国王はこの銀行の資本金の倍額増資と，アントウェルベン

支屈の新設によってベルギーで割引業務を行いオランダの余剰資金をベルギ

ー工業に接木せんと試みたのであった。しかし，公債発行のための資金が枯

渇することを恐れる大蔵省の消極的な態度と，ベルギー工業への資金流出に

不安を抱く金融業者の反対のお蔭で，このプランも沙汰止みとなった。りか

くて，ベルギー最大の商業金融都市アントウェノレベンすら近代的な銀行を欠

いていたので、あるO その上，新国家の通貨政策はベルギーの商取引に様々の

混乱を惹起したO 新国家は，新たにグルデン(= 100セント cent)をもっ

て貨幣の単位をなし， 新鋳貨を鋳造してフラン fanc 貨や革命前の旧鋳貨

を駆逐せんと企てた。然し，フランス領時代の長かったベルギーでは既にフ

ランがしっかり根をおろしているため，その使用停止が困難であり，暫定的

にその使用が許された。然るに，新政府の定めた金銀比価は，フランスのそ
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れと比較して銀に不利であった。そのため，法定レートではフランは，

46.9セントであったが現実にはベルギーで47弘セントで通用していた。この

ため新しいグルデン銀貨はフランスに持出され流通界から姿を消し代って金

が流入する一方，オランダ地区では，革命前の粗悪な銀貨が一般に使用され

ていた。そのため，実際のフランの交換比率は48.2セントに上っていた。こ

のような状態で、ベルギーの住民がネーデノレラント銀行でグルデン建の手形を

割ヲlかせるならば， 3.5~4%の逆打歩を負担せねばならず，割引歩合は短期

手形の場合到底堪えることのできぬものとならざるを得なかった。このよう

な状況の中で，ベルギー独自の銀行を設立せんとする企が生れたのも不思議

ではない。

1822年 1月19日，ブリュツセルの商人で，商工会議所議員，商事法廷の参

審員であるオプデンベルプ Francois Opdenberghは，国王に対し，株

式会社形態の発券銀行(Ifプリュッセル銀行Jl Banque de Bruxel1es) 

設立の認、可を求めて来たが，これが， ソシエテ・ジェネラルの最初Jの立案で

あった。この草案によれば， この銀行の資本金は200万クソレデン(一株500グ

ノレデン)とし， 30名の最大株主により構成される株主総会の議によって，倍

額増資を行うことができる，そして，発券銀行としての特権の有効期聞は，

資本金の満額応募のH寺から15il三とし，その間オプデンベルフは取締役会に席

を与えられるものとされた。その業務は， (1) If商人又はその他の人物で支

払能力を認められたものが発行した，支払期限っきの為替手形等の商業手形

lettres de change et autre effets de commerce u ordre a des e・

cheances determinees souscrits par des commercants ou autres 

personnes notoirement solvablesの割ヲIJl(2) 株式又は無記名証券に

対する担保貸付 avancedes fonds sur depot d' actions ou d'effet. 

s au porteur (3) 通貨及び金銀地金による預金受入れ，で，これに対して，

与)If規定の比率及び形式に応じて，商取引の便のため銀行券の発行を認めら

れ，この銀行券は窓口にて鋳貨と免換される。」“Labanque est autori. 

see a emettre， pour la facilite des negociations， des billets de 
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banque dans la forme et les proportions a determiner par les 

reglemens. Les bi11ets de banque seront echanges a bureau ouv-

ert contre des especes"又，金銀取引以外の一切の商取引並びに一切の

貸付 avanceは禁ぜられていた。ここに見る限りでは，この計画のそもそ

もの主旨は，イギリス流の手形割引を主たる目的とする発券銀行設立にあっ

たといえよう。 5)

当時，国王ウィルレム一世 Wil1em1は，終始国家財政の赤字に悩まさ

れ，公債発行による穴埋もそろそろ限度に達したため， 1821年の 9月から，

ベ/レキ守ーにある広大な固有地に目をつけ， これを基金とする一種の土地銀行

一『固有地銀行JlDomein-Bankーの設立を企画中であったから，これと競

合する発券銀行創設の請願を全く顧みなかった。この土地銀行の原案は， (1) 

7，500万グルデン相当の固有地と，現金4，000万グルデンを準備とし，(2)そして，

ブリュッセルに設けられた『固有地銀行JI domein-bestuurは 5年聞に

1，000グルデンの『固有地富議公債Jl domein-loterij 2万枚を 5回発行す

るO この他に同銀行は『固有地債券Jldomein-obligatie (5.5 %利付)2，000 

万グルデンを発行するo (3) [J周有地富主義公債』の当主義者に対して，同銀行の

窓口で賞金が[J固有地銀行券Jldomein-biljet (3 %利付)をもって支払

われ，同銀行券は，銀行又は代理屈の窓口でいつでも免換されるものとする，

ω『固有地富譲公債』の応募者は，現金又は固有地あるいはその双方で元本

の償還を受けることができる。 (5)同銀行は，払込まれた l億 2，000万グルデ

ン中 5，000万を年利 4%で政府に貸付け，残額をベルギー商工業に対する融

資に充てるものとする、と云うものであった。

この法案は22年 1月30日下院に上程された時，ベルギーのみならず，オラ

ンダ出身の議員からも激しい抵抗を受けた。当時，流通している鋳貨は

5 ， 000~7 ， 500万グノレデンに過ぎなかったし，ネーデ、ルラント銀行券の流通高

も1， 220~1 ，360万程度である時， 4，000万の固有地銀行券が流通に投ぜられ

るとすれば，ネーデ/レラント銀行券との競合は必至であり，文，この銀行券

の免換が停止されれば減価を来たしてオランダ商業都市の外国為替取引に悪
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影響を及ぼすことが懸念されていた。そして，ナポレオン戦争当時のイング

ランド銀行券の減価，あるいは， ロシア国家紙幣やウィーン市立銀行券の激

発をまのあたりに見ておりアッシニアの苦い経験を持つ国民は，またまた

『ジョン・ロー的嘆のするプラン』“einLaw' sche Schule verratende 

Plan"を鋭く見抜いたのである。かくして 6月 5日，この法案は75対20の

大差をもって否決され，政府は， 26， 985 ，000グルデンの公債追加発行で急場

を凌いだ旬。然し依然として国有地の活用を諦めてはいなかった国王は，

rブリュツセル銀行』計画に固有地を抱合せて，ある程度迄所期の目的を果

さんと企てたのであった。まず国王は 8月25日の立法で，憲法31条の規定

に従い年収50グノレテやン相当の収入のある国有地を王室財産に移管しその自由

な利用を認められた。次で 8月28日の勅令によって，新銀行の設立が認めら

れ 3人の準備委員， レ一ベラ一ル.ブアン.ドリ一/ルレ OckerRepelaer 

van Dr討iel(国務大臣 ministervan St旬aatの)，ワセ一ニユ M

(非常勤園務会議顧問官 C∞ons配ei江1d' Et句aten service extraordi旭na凶ir閃e 

)テルノワ.ド.へンネフエルト Ter口noiぬsd' He主nneveld 会計検査官

工membrede chambre de compte) がプリヰツセルに派遣され，同地

の金融業者ベーレンプ、ルック M. Beerenbroeck の仲介でベルギーの

金融業者や商人と協議せしめた。国王は，仏) 資本金を一挙に 5，000万グル

デンに引 tげ， うち2，000万は，国王が御料地をもって出資し，他は1，000グ

ルデン株 3万枚を発行するが，現金又は公債による払込を認められる。(御

料地に対しては株式を発行せず，国王はその年々の収益の中から50万グルデ

ンを受取り残りは公債償還に充てる。)(2) 1839年の特許期限の到来の際，銀

行は国庫に現金又は，公憤で 2，000万を返納する。(3) 銀行は，この土地を担

保に2，000万グルデン迄5.25%の社債を発行しうる。(め 総裁 gouvreneur，

事務局長 secretaire，計理部長 tr臼oire は国王の任命とし，又，発足に

当っては理事 directeur (株式を 6 条列に分け，各系列より 1~2 名)の

半数も同様とする。次回から，各系10名の最大株主 hoofdparticipant，

actionnaire trinc訪ale が，理事と監事 commissaire を選任し，配
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当を決定する， (5) 発券の限度は特に規定しない， と云う原案を示した。

3人の政府委員は，ブリュツセルの資本家達と協議し，定款原案作成にl奴

掛ったが3 ブリュッセル側から種々の異議が唱えられたため調整に手間どり，

12月13日に漸く最終案が纏った。ブリュッセノレ側は最初 2，C∞万グルデンの

社債発行と，公債による株式払込に反対し，又，60人の最大株主会による 5人

の理事選出(初回のみ 2名を国主任令)を要求した。又，御料地については，

15年後の国庫への返還義務は過重で， これを時価によるものとすることを求

めた。これに対して，国王は，公債による株式払込と社債発行は押通したが，

御料地については，これを銀行の所有に移すことを認め，又，国王に対する

年々50万グルデンの支払の他，公債償還公社 Syndicat d' Amortisse-

mentに，初年度 5万，以後毎年 5万ずつ増し最大限50万を支払うことを

定めた。その代り，銀行は，ソワーニュの森 Foretde Soigneの%を除

いて土地を自由に処分しうることとなった。又，役員についても，国王は総

裁，;<J'1-務局長，計理部長の任命権を保持したが， 6名の理事は，最大株主会の推

薦せる 18名の候補者の1'1:1から国王が指名することとなった。又 9名の監事

は，最大株主会から選出されることになった他，理事会の任命した 3名の訓引

評議会 consei1d' escompteが割引歩合を決定した。なお，業務として，振

替，商品=不動産抵当貸付が追加された他，国王は定款27条『本行は，私人と

政府たるとを問わず一切の貸付を行うことを得ずJl"La Banque ne pou -

rra jamais se constituer en avances， envers particulier ou 

le gouvrenement"に『一1-分なる保証なくして』“sanssurete su日isa-

nte (zonder genoege borg)"の三語を挿入することにより，その意味を

全く逆にしてしまった。又，資本金の過大に対する危』倶を柔げるため，国王

は， 500万クールデン以上の応募があった時，この銀行が発足しうること， 更

に出資に対しては 5%の配当を国王が保証することを定めた。 7) こうし

て， 1822年 12月 13日の勅令をもって「全ネーデルランド産業振興会社」

De algemeene Nederlandsche Maatschappij ter ，begunstigiging 

van de Volksvlijt. Societe Generale des Pays-Bas pour javoriser 
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l' industrie nationa leが発足することになった。わざわざ，銀行の名を冠

しなかったのは発券に極端な警戒心を抱く議会の干渉や，ネーデルラント銀

行の反掻を少しでも緩和しようとしたからに他ならなし、OB) そして総裁には，

政府側委員のレーベラーノレ・ファン・ドリールが，事務局長にはベーレンブ

ルックが，文，計理部長にはマテュー J.PMatthieuが任命された。然し，

国王の強引な割込と定款の修正のため，株式への応募は一一株500グルデン又

は%株250グ、ノレデンー至って芳しくなく，一般から5，426弘株(2，713，250グル

デン)が引受られたに過ぎず，国王個人の出資25，800株(12，900，000クソレデ

ン)を合せても公称資本金の半ばにしか過きず，しかもこのうち現金出資は

3，469，197グルデン42セントで残りは公債によって払込まれた。このため，

新銀行は，乏しい現金準備をもってその業務を開始せねばならず，又，国王

は，役員の任免権に止らず，大出資者としての資格においても揺ぎない支配

収益

第 2表損主主計算

1825 

手形割引・有価証券担保・貸付利子

公債利子及び取引利益

貸付利子

国庫金出納手数料

金銀取引

土地純収入

為替取引収入

雑(含アントウェルベン銀行〕

経 費

純益

1000フラ γ

1829 

1，223 1， 759 

818 102 

138 652 

242 229 

1，239 18 

408 532 

56 628 

31 252 

4，159 3，603 

-2，986 -2，005 

1.， 173 598 

J. Malou， op. cit. Annexe V. 
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第 3図 アントウェルベン市場割引歩合及びソシエテ・ジェネラル割引歩合

Demoulin， op. cit. p. 215 
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第 3表 ソシエテ・ジェネラル割引及発券igi 1823-30 

1000フラン

年 次 |割引総額 期末手形保有 銀行券残高

1823 26，895 7，906 4，465 

1824 64，043 11，894 9，859 

1825 75，488 16，483 16，574 

1826 52，839 12，006 18，700 

1827 55，059 15，796 24，076 
1828 58，698 14，524 25，066 

1829 89，571 16，624 25，195 

1830 105，242 17，094 11， 196 

註 1フラン=0.475グルデγ

1ク、ノレデン=2.12フラン

1. Malou， op. ci t.Annexe XIX， XXI. 

第 4表貸借対照表
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資 木 金 33.2 33.8 

内 部 留 保 1.0 2.6 

損 ク』セu 0.8 0.5 

土 地 ヲ士E 買 0.2 1.5 0.2 I 4.0 

銀 行 券 16.5 25.1 

社債・債務証書 0.7 1.2 

国 民主 金 37.1 23.6 

公債及び関連業務 8.2 29.0 1.3 20.4 
チ.:xマ- 互 算 0.1 11.1 0.1 

現 金 35.5 30.2 

手 形・貸 付 31.1 43.9 

対オランダ債権債務 0.7 

対アントウェノレペγ銀行 4.2 

雑 1.4 6.3 3.4 1.1 

言十 146.2 146.2 146.4 146.4 

Malou， op cit. Annexe I. 

力を揮ったのである。猶，国庫出納業務 (銀行券による支払を含む) は，

ソシエテ・ジェネラルの銀行ー券がオランダ地区で通用せず，又為替による送

金も困難で、あるため，大蔵省側が強く抵抗し，簡単には実現しなかった。そ

して，漸く 23年 9月22日の協定で，銀行側が， 1000万グルデンの保証金を公

債の形で積み，一方，弘%の手数料を国から受取る代りに，ベルギー・ルク

センプノレク各地に20ケ所の国庫代理屈を設ける条件で，協定が成立した09)

このベルギー最初の発券銀行は，大個人銀行の貨幣独占を打破し，高利を

著:しく引下げることを意図して設立されたわけではなかったが， ともかくも

信用創造によって，工業や農業に低利資金を大量に提供することを期待され

ていたのであった。10)それでは，この銀行は， 1830年のベルギー独立迄の間ど

の程度これに応えたであろうか。第3，4表から明らかな如く，23年から30年迄

の銀行期末流通残高は400~1100万グルデンに止まり， ネーデルラント銀行

の29年の発券2280万の半ばにしか達していなかったし，準備に比しても数字

はいささか低過ぎた。その理由は，単に手形割引が未発達で依然当座貸越や
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抵当貸付がよく利用されていたこと，あるいは，ベルギーではこのグルデン

建の銀行券が不便であり，又，大都市の他は流通していなかったことの他，

理事会の採った消極的政策のためで、あった。と云うのは，木広の所在地ブリ

ュッセルは政治=消費都市であり，割引業務は他の商工業都市にある代理由

Agence リエージコ， アントウェルベン，ガン，モンス Mons， トヶーノレ

ネ-Tournai-ーで行われていた。これに対して，代理l応は， 割引について

は，三日以内に本目の事後承認を受けねばならず，さもなくばその手形につ

いての全責任をとらねばならなかったため，自由に割引を行うことが出来ず，

リエージュ代理屈は，一々手形を本屈に送って割引かせた。このような厳格な

規定は，地方の商工業者の不満を買ったのみならず，発券の増大で利益を増

加させることを望む，監査役会 commissairesの非難の的となった。然し

理事会は，ソシエテ・ジェネラル自ら代理屈での割引を拡大するよりも-25年

恐慌による多くの発券銀行破産に鑑み一一地方の資本家の出資を仰し、で「地方

銀行Jprovinciale bankenを設立してこれに独自の発券を行わしめる方

針をとった。そしてお年3月，地元の金融業者の援助で，アントウェルペン

代理屈は，子会社たるアントウェルペン銀行Banqued' Anversに改組さ

れることになったが，政府はその定款作成に当って，その業務を親銀行の厳

重な監督の下に置き，貸付，現金収納 encaissement，金銀地金取引は親銀

行理事会の承認を必要とした。唯，割引評議会のみ親銀行の規制より解放され

たとはし、え，割引きうる手形はーネーデルラント銀行との競合を避けてーア

ントウェルベン居住者振出の，ベルギー内で、支払われるものに限られ，その

銀行券も，同行の窓口でしか免換できなかった。こうして，手形割引は著し

く限定されたものに止らざるを得なかったが，唯一つ，モンス代理屈では，

同地の有力な金融業者アジー Agie及びノーテボーム Noteboomが委託

されていたため，炭坑との結びつきは深く，ボリナージュ Borinageの炭

坑経営者達が，低利の手形割引によって短期の運転資金のを確保したのみな

らず，更に大炭坑主や製鉄資本家ーフォンテーヌ=スピタール社 Fontain-

e-Spitaelsルグラン=ゴッサーノレ有:Legrand-Gossart et Cieコーラン
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ピュアン Colenbuen等ーは，設備資金すら，手形割引によって調達してお

り，ここにソシエテ・ジェネラルが産業信用銀行に転化する糸口が作られ

た。 11)

これに対して，銀行の主たる活動の分野は一国王の介入も主にここで見ら

れたが一政府，地方自治体，あるいは政府の指定した特権企業への貸付 12)公

債の民支えやベノレギー地区での発行の引受，通貨の安定であった。例えば27年

に理事会は，土木事業のため28~9 年に発行される公債代金が入る迄の繋ぎ

として 100万グルデンを 5%で固に秘密に融資しているし，又ネーデルラン

ト銀行と協働して，公債償還公社 hetamortisatie-syndicaatの援助を行

った。例えば23年には 8000万グルデンの公債発行に当っては 100万を24年の

第 1回固有地富譲公債 domein-losrent 1億グノレデン発行に際して 10∞万

を引受けた他， 26年には，公社に7ラ0万グルデンを貸付けている。又， 26年

第2回の国有地富譲公債4000万の発行に当って， ソシエテ・ジェラネノレは，協

定によって3580.8万を引受け，同公置所有者に対し，総額 500~2000万の範

囲内で，額面の 88%で4，5%の社債と引換えることを認めた。この他，国王

個人にも，株や御料地配当を担保に前貸を行い，その額は1830年には322，500

グルデンに及んでいた。 13)

一方産業企業への融資は，理事会が数多い申込を定款を楯に拒み続けたO

ただ. 29年 4月のコックリル John Cockerillの綿工場新設(アンダンヌ

Andenne) への融資申込に対しては，国王の強い圧力に抗し切れず，悶王

を保証人とし，コックリルの王立スレ{ン製作所 hetkonink1ijke etabl-

issment te Seraingにおける持分(二分のー)に低当を設定して.5%と

云う異例の高利で50万を貸付けた。 14)

このように，ソシエテ・ジェネラルは，ベルギー独立に至る迄の 8年間，

木来の目的であった発券銀行としての機能を十分に発揮できず，他方，参与

会社 Beteiligungsgesellschaftあるいは企業会社 Finanzierungsges-

ellschaft としての活動も全くみられなかった。 15)16)それは，地方支匝に

おける割引業務が抑制され，又，国庫預り金を十分に銀行券の支払準備に活
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用できなかったからに他ならず，更に，国王の命で，乏しい自己資金の大部

分が更に公債買入や特権企業への融資に充てられてしまったからであった。

然し， 1830年以後，この銀行は，その機能を大幅に転換せざるを得なくなっ

たのである O

(1) B.S. Chlepner， Le marche financier belge depuis c巴ntans. Bruxel1的 19

30 pp. 14-15. ガンの綿紡績業者は，ナポレオγ時代も猶，アムステルダム金融

市場に依存していた。 cf.，M.Faipoult， Memoire statistique du departement 

de l' Escaut. Paris Ans xiii (1805J repr. Gent 1960. p. 195.猶， 1830年頃，

ベルギーでは 1~2億フランが外債に投ぜられていた。 1833年に，個人銀行と呼ば

れたものは全国でおを数えるが，ブリュッセルのブリュッフマン Brugman. リェ

ージュのナーゲノレマーケル Nagelmacker を除くと，後に有力な銀行に成長した

ものは見られない。これについては，第4章で再び触れる。

(2) De Proli (1787) ， Karl u.Friedrich Bargun (ヴィーンの銀行家ー1788)， 

H巴rries(オステンド在住のスコットラ γド人一1784)cL B.S. Chlepner， U etr-

anger dans l' histoire economique de la Belgique Revue de l' lnstztut de 

Sociologie Solvay lle anne巴 n04，1931， p. 716 

(3) R.Demoulin， Guillaume ler et la transformation economique des proivi-

nces Belges (1 815~1830) Paris-Liege 1938 p. 324 

(4) ネーテ、ルラント銀行の資本金500万グノレテ、ンのうち，国が100万を，国王が20万を

IU資した。A.M.D巴 ]ong，Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1814 

-1864 Haarlem 1930 1. blz. 39， N. W. Posthumus， Plannen uit het jaar 

1815 om den werkkring der Nederlandsche Bank tot de Zuidelijke Neder-

landen uit te breid巴n.Eco叩omisch-HistorischJaarboek 1. (913)， blzリ 3-17，

(5) Demoulin， op. cit. pp. 92-3， B. H De ]ong， Voorgeschiedeinis der AI-

geme巴neMaatschappij ter bevordering van de volksvlijt opgericht te Br-

ussel januari 1823， Eco剛 腕isch-HistorischJaarboek VI (920) blz.， 249-50 

定款草案は Bijlage に複刻されている。その設立趣意書は，オランダ・ベルギ

一両地区の為替相場の差をなくすることに力点を置き信用創造を強調してはいな

し、。

(6) 拙稿「オランダにおける近代財政の成立J(2)，社会科学研究18巻 3 号155~6 頁，

N. P. van den Berg， Plannen voor een staats domein-bank en een stads 

giro-bank. Verslagen en Mededelingen der ko削減lijkeAkademie der wetensc-

happen. Afd. Letterku冊deIVe reeks afl. 8， (1908) bl， 207-9 

(7) Demoulin， op. cit. pp. 56-62， Le centenaire de la Societe Generale de 

Belgique 1822-1922， Bruxel1es 1922 chap. 1， i酋，商工大医のファノレクA.
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Fa1ckも，アントウェルベンの金融業者 Barond'Osy van Zegwaart と折衝し

たが，彼は大臣に，ブリュッセルでの資本調達の困難さを指摘し，寧ろ資本豊富な

アントウェルベンに移転することを勧めた。 De]ong， t. a. p. blz， 253-4. 18 

23年の定款のオランダ語全文は， zie， K. G. van Hog巴ndorp，Bijdragen tot de 

huishouding van Staat. Amsterclam 1854， cleel Vll， blz.， 9-1しこの定款作

成に当って，フランス銀行の定款が一つの模範を提供している。

(8) 同名のフランスの投資銀行 LaSociete General巴 pourfovoriser le cl臼 elop-

pement clu commerce et cle l'inclustrie en France (ロートシルト系 1863年設

立〉と混同せぬこと。

(9) 1. Malou， Notice historique sur la Soci制 Generale.Bruxelles 1863 p. 18， 

株主の中には，コーへγCoghen，オジー Osy，アングレ Englerワロッケ Wa-

rocqueの如き金融業者と並んで，ヴェルヴイエの毛織物製造業者， ピオレ-Bi-

ol1ey，シモーニス Simonis，一族が加っていることが注目に価するが，単なる投

資であるのか，積極的に同銀行の業務に利害を持ったためか不明である。 Cente-

naire， pp， 12 247-9， 

帥第3 図参照，比較的割引歩合の低いア γ トウェルベンですら，割引歩合は 4~6%

であったし，他の都市では恐らくこれよりも高かったが，同行の割引開始後一殊に

アントウェルペル銀行設立後一著しい下落をみせている。とのような強力な銀行の

存在は，全国の利子率の統一に貢献した。 cf..Chlepner， Marche financier p. 

14 

制 Demoulin，op. cit. pp. 67-70， 

帥 アントワ γ=ポンメレール運河 Canalcle Pommeroeul a Antoing ( 1823年19

0万55ぢ〉ゼーリック運河 kanaalvan Zeclerik (1825年150万)，ブリュッセル市

(40万〕 ドレンテ州議会 provincialeStaten van Drenthe (36万〉エノー州会

Etats provinciales clu Hainaut同 (60万〕ゼーラント州会(同29万〉ネーデ、ノレ

ラント福祉協会 Maatschppijcler Welclacligheicl van Necler1ancl (同35万)， 

この他， 25年ガン=テルネーゼン運河 Kanaal van Gent tot Terneuzen (180 

万)，ステーンフック運河 kanaalvan Steenhoek (130万〕への融資を拒否した

他，シャルルロワ市 Charleroi のミューズ架橋費2.6万も王の要請を肯じなかっ

た。 Demoulin，op. cit. p. 81 

制 Demoulin， op. cit. pp. 80-91， ソシエテ・ジェネラルは26年，公債償還公社

と協定を結び同社保有の償還;可能な公債金額(5900万〉を額面の 92.5%で引取る

ことになったが， 30年の革命の結果この操作は同行に900万の損失をもたらした。

猶，同行は1825年，国の委任で一フラン貨を駆逐するため， 10グルデン金貨5000

万を鋳造せんとしていたー金塊をパリのロートシルトから買入れ 1%の手数料を得

た。
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帥 羽Ii稿「ジョン・コックリル株式会社の創生記J(経伝'史学4巻 1号)1969年78頁

コックリルは， 23年，商工大臣の斡旋で，設立されたばかりの同銀行と，コークス

高炉建設の資金借入れを交渉したが，抵当設定の条件があまりに厳しいため，国の

産業基金からの融資に切換えた。 同銀行は， ネ一テデ、ノルレラ γ トj通菌商会主訂社1:N巴氏氏吋cle釘r1anclト-

s記che巴 I日iancl巴el

N巴cle臼r、lanclsωch巴Sch巴epコvaart巴nSche巴pbOllW (α25タ是年ド内〕 ノく一ノルレン.タベストリ{

会よ社上 Fa功.bri口1ぼ叫el此:k王d巴白r‘Ta却plリ出J此te印nt旬巴 Baarn (!824{F)への出資要請や， テイルビーノレ

フのフレーデ会社 P.H. Vreecl巴の毛織物工場 (24年， 12.5万)，アントウェノレ

ベン=ブリュッセル街路清掃会社 Nettoiementcles rlles a Anvers et Bruxelles 

(26年4万)への貸付を拒否している。

帥 ソシエテ・ジェネラルは，その所有に移された広大な旧御料地を1830年迄は，売

却せず，逆に約 200万クツレデンの土地が公債償還公社より移管されている。そし

て，これらの土地から上る収益は，毎年国や国王への支払を20万~48万フランも上

廻っていた。そして，同銀行は，その森林経営のためボーム Boomに樫の貯材所

を作り，叉アントウェルベンにもその設立を企てた。又その所有地内の開発の一環

として，シャン・ドワゾー Chantcl' Oiseall (ナミュール Namllr)の鉛鉱山や

ブリューリ Bruly (クーヴァン COllvin) の石盤採掘を企て，プリュリ一石盤会

社 Societecl' e却 loitationde Brulyに参与した他，ヴェドラ γ鉛鉱会社 Soci-

ete cl巴smines cle plomb cl巴Veclrinに， 1826年4万クールデン (4.5%1年〉を

融資し， 24年来15万の手形を割引いて来た。然し二つの事業共，予期した成果を得

ることができなかった。

帥 ソシエテ・ジェネラルは，他の金融業者と同様，公債，為替取引にも従事してい

た。例えば第2表の29年の収主主における同項目をみよ。

E ベルギー産業革命と銀行資本 1830-39 

こうして既にネーデノレラント王国治下で，比肩するものなき強大な金融機

関としての地位を誇ったソシエテ・ジェネラルは， 1830年 9月のベルギー独

立革命後もその機構や機能にはいささかも手をつけられる所がなかった。そ

して，これまでのオラン夕、国王との深い個人的繋りや，秘密会計の故に多大

の疑惑を与えた同社は，議会や新聞で、急進的自由主義者のみならず，カトリ

ック保守主義者からも激しい攻撃に晒されねばならなかったが，対オランダ

慣務の支払をめぐって政府との聞にいくつかの紛争が生じたにも拘らず 1)

発券と国庫金出納の二大特権を奪われず，かえって，革命後の経済不況と財
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政困難の下で政府や諸産業，金融機関に対する救済活動を進めつつ，揺がぬ

地位を築いて行った。 2) これに対し， 1835年，反対派がその独占を打破るべ

く，他の発券銀行ーベルギー銀行ーを設立したが，その資金量は， ソシエテ

.ジェネラルに比して遜色あるものであった。

さて，ベルギーは1834年から 「創立熱狂のIl;j代J Griinderperiodeな

迎え，石炭や製鉄を1'1"心に多数の株式会社が設立され，停滞を続けたベルギ

ー産業革命を爆発的に推進めることになった。ベルギー産業革命は，既に18

00年頃，綿工業や毛織物工業でそのスタートを切ったが，フランスからの分

離と大陸封鎖解除の後，狭臨な国内市場と奔流の如く流入して来るイギリス

の商品との競争に苦しめられたベルギーの諸産業，なかんづく製鉄・機械工

業は，一部の企業を除きイギリスの技術を導入する資金も能力も欠いており，

零細炭坑の多い石炭業もイギリスとの競争に苦しみ，せいぜい合名会社か合

資会社形態の下で，蒸気機関の導入による揚水や坑道深化が思うに任せなか

ったO 漸く 1822年からジョン・コックリノレなどの少数の企業者が国の援助で

コークス高炉やパドル炉建設に乗出し， 1830年には，コークス銑の生産高は

漸く 2万トン(10基，総生産の27%) コークス錬鉄は l万トン(40基， 25%) 

に達していた。然L，革命に伴うオランダ市場の喪失と経済的な混乱は，製

鉄業や石炭業に深刻な打撃を加えた。この不況からの脱出と，新しい需要創

出の途を聞いたのが34年に始まるベルギー固有鉄道建設であった。ベノレtギー

は独立によってその最大の貿易港アントウェルベンを大動脈ライン河やドイ

ツ市場から切離され，これに代る通商路を開発する必要に迫られたが， 1831 

年からイギリスの鉄道に着目した。そして，親オランダ的な金融業者や外国

資本の手にこの鉄道の支配権が渡るのを阻止し，文通過貨物に対して政策的

に低率運賃を維持することを主眼に，一他の分野では徹底した自由主義的経

済政策が採られたにも拘らず 国が自らその建設に乗出り，メーへレン Me

chelenを基点に，港や独仏国境に到る幹線559Kmの敷設が， 10ヶ年計画で

進められることになった。そしてこれに要する費用 l億4400万フランは主に

ロンドンでの起債によって調達された。この鉄道建設は，製鉄業にレール，
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機関車，車輔等，莫大な市場を提供し，石炭業も直接間接にその販路を拡大

することが出来た。 3) こうして， 34年から株式会社設立による追加投資が行

われ33~38年の聞に， 151の株式会社(公称資本金5.42億，払込 2.43億フラ

ン)が設立され，そのうち，29が石炭会社，製鉄・機械は13を数えた。そして，

更に，政府の認可を受けられずに合資会社になったものは142(金融27，1.0 

2億フラン，重工業 54社l.li意)を数えた。り 5) このようなブームの中で，

ソシエテ・ジェネラルは，革命によって引揚げられたオランダやフランスの

資本を肩代りしつつ，積極的に発起業務を行い， 38社(資本金1.02億〉に32，6

08，750フランの出資を行った。一方，ベルギー銀行は，当初発券及び割引等

正規の銀行業務を目的としていたが，これによって獲得しうる利潤が限られ

1819 

21 

22 

24 

26 

27 

28 

29 

1830 

31 

33 

34 

35 

36 

第 5表株式会社設立数

| 設 立 | 解 散帯|

37 

3 38 

39 

2 40 

2 2 1841 

42 

6 5 43 

3 2 44 

4 3 45 

46 

4 3 47 

13 9 48 

28 15 49 

26 17 50 

設立|解散器

23 18 

35 23 

7 6 

4 2 

8 5 

10 5 

7 3 

2 2 

13 4 

15 11 

9 7 

3 2 

7 4 

Louis Fr'色re，Etude historique des societes anonymes belges. Bruxelles 1951 

t.I p. 127 

長 1873年迄に解散せるもの。
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株式会社・部門別第 B表1，

1832-38 1000フラン
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Louis Fr色re，op. cit. chap. l[ 

第 6表-ll，公称及払込資本金(プラン〉

公称 払込

4，006.000 1，606，000 

39，564.000 11，764，000 

133.779，841 71.749，841-26 

150.906.841 72，795，841 

100，953，282 56，785，282 

113，025，464 27.720.000 

418，605 

1833 

34 

35 

36 

37 

38 

計 542，235，464 243，470.966-26 

N. Briavoinlle， De l'industrie en Belgique. Causes 

de decadence et de prosperi t活， sa situation. Bruxell-

es 1839 t. II p. 234 
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第 7表 ベルギー石炭生産高株式会社及び非株式会社別

1000トン

株 式 会 社 非株式会社

ニ工~ ノ 全ベルギー ニ乙 ノ 全ベノレギー

坑数|生産高 坑数 生産高 坑数|生産 高 坑数 生産高

1834 71 797 92 900 109 1，020 219 1，515 

1835 82 881 100 1，005 112 1，080 252 1，615 

1836 127 1， 135 153 1，245 163 1，215 318 1，805 

1837 182 1， 190 210 1，310 178 1，280 345 1，915 

1838 233 1，125 271 1，285 206 1，290 389 1，975 

Levy-Levoyer， op. cit. P. 633 

第 8表 ベルギー銀行発起株式会社一覧

1835-7 

1.企業・参与会社 13，000 

1000 frs. 

Societe des Actions reuni巴s12，000 Societe de l'industrie luxembourge-

oise 100 

JI.石炭 5，300

Peronne 60. Herve 100， Bray Maurage et Boussoit 200， St. Roche 50. 

Bois d巴 Hamande120 

]1[，製 鉄(混合企業を含む)15，700 

Charbonnages et Hauts Fournaux d' uugree 2，400. Esper巴nce2，500. 

Fabrique de Fer d/uugree 3，500， 1¥丘onceau5，000， Borinage 1，650. Venne， 

650 

lV.機械・治金・ガラス 8，850 

Vieille Montagne 6，000 (鉛)St.Leonard(機械)1，600.Societe de Charler-

oi pour la fabrication de verre et de gobeletterie 1，100. La Cie de rech -

erches pour l' exploitation d巴 mines.de Luxembourg et Namur 150 

V.繊維 4，000

Ste gantoise liniere 2，000. Ste lini色rede St. Leonard 2，000 

VI.其の他 4，800

Ste pour l' eclairag巴 augaz portatif 600. Cie des lits militaires 3，000 

Ste pour l' exploitation des brasseries. 1，200 

言十 54.150 

Briavoinne， op. cit 

t. JI p. 232 
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第 g表 ソシエテ・ジェネラル発起会社とその持株

0838年 1000フラン〉

種別・会社名 設立年 資本金 持株

企業・参与会社

Mu旬 alite 36 12，500 7，877 

ムCommercede Bruxelles 35 lラ，000 1，393 

ムSocieteNationale 35 10，000 1，816 

ムBanqueFonci色re 37 25，000 6，250 

ムCommercede Bruges 35 3，000 468 

運 輸

A 運 河

OSambre francais 35 3，000 629 

OSambre-Ois巴 35 11， 155 4，212 

OCharbonnege de navigation francaise et belge 
5，000 

B 海 i主

ムSteAnversois巴 35 4，000 100 

C 鉄 道

Haut et Bas Flenu 36 3，500 548 

Amsterdam-Arnhem 1，442 

石 炭

Produits aLl Flénl1.~ 35 4，000 595 

Hornu et Wasmes者 35 3，000 773 

Couchant de Flenu 37 2，000 430 

Levant de Flenu 35 4，200 367 

Bossu-Ste. Croix 37 2，500 430 

Longterne 37 1，500 609 

L' Agrappe et Grisso巴uil 36 2，000 406 

Monceau-Fontaine** 39 1，130 73 

Mambourg-Bellevu巴 37 1，000 200 

Sars-Longchamp 35 2，800 

Lodelinsart 38 2，210 262 

Haut Flenu 38 4，000 

Nord de Bois de Boussin 38 2，700 

製鉄及び金属・機械

A 炭 坑 所 有

Marcinelle et Coui11et 35 7，000 2，705 
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Cha telineau 

Sc1essin 

B 単純企業

Phenix 

ムRenard

36 

35 

37 

37 

ムHautsFourneaux Luxembourgeois 

37 

建 設

ムSteCivile 35 

其 の 他

Tapis 36 

G1aces 36 

ムRaffinerieNationa1e 36 

7.000 2.242 

8.000 354 

500 40 

700 175 

300 131 

500 305 

1，000 18 

3.000 182 

2.000 425 

Ste. de B四 gespour fabrication de sucre et bettrave 

37 800 

Ste de sucrerie de Mar1agn巴

U nion de papeterie 37 

Ste. encyclographic des sciences37 

総 計

持 SocietedeCommerce 

叫 SocieteNationale 

750 

500 

102.000 32.608.75 

ム解散せるもの

O ロートシノレト関連事業

Ma1ou， op. cit. Annexe XXIV 

ていたため，定款を改訂して，発起業務に乗出し. 22社合計 5415万フラン

の株式会社の設立に関係し. 1210.5万フランの直接出資を行った。 6) 7) (第

8表 9表)以下，両銀行の主要な発起活動を拾ってみよう。

A.ソジエテ・ジェネラル. 30年総裁に就任した32才のメーウス F.Mee-

usの積極的方針により，ボリナージュ Borinage地方の炭坑への融資，

あるいは，ジョン・コックリルへの偉権を足掛りに諸企業の株式会社への改

組を進め. 35年 Societede Commerce de Bruxelles 資本金 125

0万フラン)及び Societe Nationale pour entreprises industrielles 

et commerciales (1000万フラン)のこつの企業会社を設立して証券代

位を行う一方， 36年 Societedes capitalistes reunis dans un but de 

mutualite industrielle (Mutualite) と云う投資会社(1250万フラン)
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を設立し，保有せる株式を一定程度引受けさせた。

主要発起企業とその株主は次の通りである。

25 (213i 

1.フレニュ鉄道 Cheminde fer du Haut et Bas Flenu (33年9月， 260万フ

ラン〉モンスの炭坑経営者 G.Legrand-Bachy， C.A. Piquet， A. Legrand-Goss-

artと共同で建設した炭坑鉄道， 30年， 350万フランの株式会社に改組， 43年迄は馬

を使用。

2.サンブツレ=オワーズ運河会社 Societedu Canal de ]onction entre le Sa司

mbre et Oise.シャルルロワ Charleroi地区の石炭のパリへの積出を容易にするこ

の企ては， Urban Picardによって計画され， 32年 Foqu巴urのサンブ、ル河舟航計

画の利権を買収して，合資会社となった。 33年株式会社に改組，ソシエテ・ジェネラ

ノレ及びノリのロートシルトより融資を受く。

3.マルシネル=クイエ製鉄 S.Ades hauts-foumeaux， usines et charbonna -

ges de Marcinell巴 etCoui1let.モンスの石炭商人で金融業者でもあったフォンテー

ヌ=スピタール商会の設立した同名の合資会社に30年，他の製鉄業者-Huartde C 

hapelleや P.J. Henrard (27年オーシ-Hauchiesにコークス高炉建設〉ーが加

わったが，その後経営が悪化し， ソシエテ・ジェネラノレに救済融資を仰いだ。 35年株

式会社に改組 (450万 フラン株1000フラン)， I日会社の現物出資 2784株中， 1203 

は旧出資者に， 1000株はソシエテ・ジュネラルに，ソシエテ・ジェネラル関係者 0-

pdenbergh， de Bai1let， de Munck， J. M巴巴usvan der Maelen (各90)， F.&V. 

Drugman (各25)，に410株が割当てられ，又新株1716中1236株は， Societe de Co-

mmerceが発行を引受け，残り 8人の取締役及び、監査役に40株ずつ割当てられた。猶，

フランス系株主の中には， O. Worms de .Romy 006株)， G. Serret (Valencien -

neの金融業者143株)， Th. Amoul (新会社重役40株)，社長 Presidentには，

Ferdinand Spitaels専務取締役にP.J. Henrardが就任した。
4.シヤテリノー製鉄 S.A. des haut-fourneaux， usines et charbonnages 

de Chii. telineau (資本金430万フラン)，炭鉱合資会社 LeonWi11mar et Ci巴 (27

年設立 P.& L. Wi1lmar， J. Cockerill， Gendebien， G. Pastor， I. Suermondt) 

が32年混合企業化し2基のコークス高炉を建設し，更に35年株式会社に改組されたも

ので，現物出資に3620株(うち900は Societede Commerce)，現金払込680.主要株

主はH.de Bai1let (社長250)， Leon Wi1lmar (専務125)Opdenbergh (302)， 

F. Drugman(200)，Pierre Meeus (160)，F. Basse (120)，V. Drugman F. Mee-

us. General Wi1lmar (100)，Etienne Wi1lmar (100) J. B. Gendebien (295)， A. 

Gendebien (25)，でソシエテ・ジュネラル系1582，I日出資者645，

5.スクレッサン製鉄 S.A. des hauts-foumeaux， usines et charbonnages de 

Sc1essin石炭会社 Societed' Artistes a Flemalle-Grand.の改組，現物出資1200

株中300は Societede Commerceに残りは Cockeri11， Suermondt， Guerickに分割，
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37年 350万フランに増資して高炉建設。その他 Sc1essin.La Haye. Val Benot 

Herstal. Sarts-au・Be1eur.の諸石炭会社を合併した。取締役には H.Bail1et， J. 

Cockerill. Meeus van der Maelen. E. Wil1mar. F.] de Munck.監査役に F.

Meeus. N. Schapper. F.J. Drugman. 

6.プロデュイ・オー・フレニュ炭鉱 S.A.des charbonnage de Produits. (45 

0万フラン 1835)• Co1enbuen. Tercelin-Sigart の同名の炭鉱会社の改組.3000株

を Societede Commerceに譲渡。

7. オノルレニユ=ワ一ム炭鉱 Hoぽrnll-巴討t

s凱.1er乙， l' Ar.氾‘玄ge臼n討tea乱叩u，HOllsse， Ge1ysの同名の会社の改組.200万フランを現物出資し，

1050株と，現金95万を受取り59.3万を抵当解除に充てた， Societe de Commerceは

Legrand -Gossartの持分を併せ1950株の新株を発行した。

社長は F.Basse.取締役は， Opdenbergh， P.Meells， A.Legrand-Gossart， F. de 

Fontaine. 

8.ルヴァン・ドゥ・フレニュ炭鉱 Levantde Flenu (1835年， 980万)，ヴァラ

ンシアンヌの P.P. J. Charp巴ntier，A. A. J. 0' Delantが66.3万を現物出資，専

務.Ch. Sainclelette，取締役に1-1.Bail1et， De Munck， Meeus van der Maelen. 

9.サル・ロンシャン炭鉱 Sars-Longchamps (35年280万)， Societe Gener-

aleと Societede Commerceにそれぞれ150株が割当てられた。

10.アグラップ=グリセーユ炭鉱 l'Agrappe et Grisoelli1. C36SÎ~: ， 250万)アグ

ラップ合資会社と Francoisde Fontaineの Grisoeuil炭鉱の合同， 500株を一般

に発行，フォンテー叉は現物IJ:¥資に対し660株を受領 Societede Comm巴rce は

597株を現金で買取， Accarainが専務， Bail1et， de Mllnck， J. Meeus van der 

Mael巴n，De Fontaine， Ch.Letorotが取締役， Opbenbergh， J.B. Gendebi巴n，F. 

J. Drugmanが監査役。

11.ノレナール機械製作所 Societede Bruxel1es pour la Fabrication de mach田

ine et de mecanique， Rue de Renard，機関車製作のため設立，最初70万，後 150

万， Societe Generale 75万， Societe dc Commerce 60万，国王25万出資。

12.フェニックス製作所 Societede Phenix. (37年， 50万)， 23年設立のこの企

業は設立者 Huytens-Kerr巴mansの死後株式会社に改組され， I日企業は318，520フ

ランで買取られた。 300株を SocieteNationale ， 200を D.Bel1 (イギリス人技

師〉が保有。

この他1837年， ソシエテ・ジェネラルは， ロートシノレトと協同で，石炭の

輸送=共販会社(フランスニベルギ一石炭水運会社 Societecharbonniere 

et de Navigation franco-belge) を設立し，又， 36年から隣接のフラン

ス・ノー/レ県で，有力な製鉄企業アンザン Soc泌総 d'Anzinに秘かに参
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与していた。この他， ソシエテ・ジェネラルは， 37年，不動産銀行 Banq・

ue Fonci色reを資本金2500万フランをもって設立し，ブリュッセル， アン

トウェルベン，パリで発行したが， ブリュッセルの400万， アントウェノレベ

ン300万は満額に達したがパリでの予定600万中363.4万のみ応募されたに止

り，資金の不定を補うべく 4.5%で120万の社債を発行した。

B.ベルギー銀行 革命政府委員の一人で、プリュッセル市長で、あったド・ブ

ノレッケール Char1esDe Brouckereが， 35年資本金1000万フランをもっ

て設立し， 37年2000万に増資したが，その出資の 9 割~9 割 5 分はフランス

資本といわれている。 36年二つの投資会社 Societedes Actions Reunies 

と Societede l' industrie 1uxembougeoiseを設立した他，不動産抵

当銀行 Caissehypothecaire及び Caisseproprietaire と密接な関係

を結んだ。主要な発起活動は次の通りである O

1.ウーグレ製鉄 S.A. des Hauts-Foumeaux et charbonnages d' Ougree， 

(35年240万)コックリノレの所有せるウーグレ炭鉱を基礎とし，コックリルが 90万を

引受けた。主要株主はコックリル(社長)400株 G.Michiels (専務) 136株，

Vichers 165株，]-L.Behr 380，F. Coppens， Ch. Henn巴kin，H.Schuster，]. Senuys 

(各50)， Brouckere， Mettenius， Oppenheim， Bischofsheim， d' Andelot (各

36) 

2. ウーグレ鉄工 S.A. de la Fabrique de Fer 06年350万)， 1809年に QUir-

in-Goreuxの手で、設立され， 34年に新しい所有者 Gil1巴 Lamarcheによって拡張さ

れた鉄工所を改組したもので， Lamarcheは，鉄工所，機械製作所，及び Six-Bon-

mers炭鉱 (5/8)を2，625，000で現物出資し，ベルギー銀行は500株を引受けた。専務

Gil1e Lamarche の他株主には， Vincent Lamarche (取締役)， J. Cockerill， 

Ch. De Brouck色re，Mettenius， G. F. Davignon， Ad. Oppenheim (以上者はベ

ルギー銀行関係)F. Coppens (Action Reunies)の他 F.Brugman (プリュッセル

の銀行家)， V. Terwagne， Ch. Visscher. T. Michiels. 

3.エスベランス製鉄 S.A d巴 charbonnageet hauts-foumeaux de l' Esp-

erence 06年250万)，エスベランス炭鉱の改組で，現物出資)55万， 銀行の発行引

受195万で，専務は，1日出資者を代表した FredericBehrで，他に重役に Ch.deBro-

uck色rer，Ch. Visscher， J. Cockeri11.株主には，Comtede Vil1ain xm， Davigno 

n， J.R. Bischoffsheim， Ch. Marcellis (製鉄業者)， Leon & Iwan Simonis (ヴ

ェルヴィエの織元)， 

4.モンソー製鉄，S.A des charbonnages et hauts-fourneaux de Monceau-s-
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ur-Sambre (1836年350万〉。マルシアンヌ・オー・ポン Marchienne-au-Pontの

製鉄業者 AugusteGoffart及びヴァランシアンヌの共同出資者が300万を現物出資，

銀行が50万の発行を引受けた。

5目ボリナージュ製鉄， S. A. de hauts-fourneaux du Borinage 07年， 150万〉

うち Tournaiの AugusteDumon-Dumortierが45万を現物出資， 重役は， Ch. 

de Brouck色re，Baron Lefebvre， J. P. Kock， Vi1lain Xllr. T. Michiels 

6.ヴィエーユ・モンターニュ鉛鉱会社 S. A. des mines et fonderie de la 

Viei1le-Montagne (1837年， 500万)1805年Donyの発見した精錬法を1813年モッセ

ルマン Mosselmanが企業化したもので，株式会社改組に当り，モッセノレマン一族

は， 420万を現物出資し，社長には女婿のル・オンイ白 Lehon が就任した他，重役は，

Ch. de Brouck色re，Alfred Mosselman， Comt巴 VilainXlll， Davignon， de Mo-

rny. 

7.サγ ・レオナール製鋼 Societede St. Leonard. 05年， 120万)， 1802年に

Ponceletにより設立された高級鍋，機械器具工場， 25年以降 Regnier-Ponceletの

経営にかかり，改組に当り60万を現物出資，残りを銀行が引受けた。重役は，銀行の

Ch. de Brouck色re，Vilain XIIT，の他 Regnier，Ch. Dubois (リエージュ個人銀

行)Kaufman. 

8.ヴァンヌ製鉄， S. A c1e Hauts】Fourn巴auxet Fonc1erie de Venne. C35{f.， 

120万〕木炭高炉を34ifに転換したもので，銀行は65万フランの株式を引受けた。

ベルギー銀行は，ソシエテ・ジェネラルのの迫力11融資を拒否されたコック

リルに， 200万フラン以上の融資を行っていた。更に， ベルギー銀行は，ケ

ルン圃アントウエノレペンを結ぶ鉄道のドイツ側， ライン鉄道株式会社 Dier-

heinische Eisenbahngesellschaft 資本金300万ターレル=1130万フラ

ン)の株式 2000(50万ターレル)をビショッフスハイム Bischoffshei-

m の仲介でブリュッセル証券市場に上場し， 38年には， シャルルロワ・ヴ、

ィリュー Charleroi-Vireux聞のサンブ、ル・ミューズ鉄道会社 Societede 

chemin de fer de Sambre-Meuse. (1200万)を設立し，更に，コッグ

リルと結んで， ソシエテ・ジェネラルとロートシルトが32年来計画して来た

パリ"ブリュッセル鉄道(総工費7800万)の利権を奪取した。 11)

さて，次に両行の貸借対照表と損益計算から，その経営を明らかにしてみ

よう。まず一見して明らかな如く，発券及び手形割引を軸とする短期の信用

供与は，重要な地位を占めておらないが，これは，依然として大都会を除い
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て銀行券が通用せぬのみか，首都に相対立し合う二つの大発券銀行が併立し

たことが，銀行券への信頼の向上を妨げた。そして，再割引を行いうる中央

銀行と云う後楯の欠如で，積極的な割引政策をとることも不可能であった。

そして，両行共，通常の短期信用供与より発起業務や，その系列企業への

長期信用供与にその経営の重点を移している O 例えば， ソシエテ・ジェネラ

ルは， 1838年，その資金 l億9100万中， 3300万を株式・社債に充当し，当座

貸越に5800万，その他の貸付に6300万を向けている。(第10表)，しかもこ

の銀行は，出資や役員派遣で，二つの企業会社-Societe Nationale と

Societe de Commerceーを支配しているから， 間接的に保有せる株式・

社慣の額は更に巨額のものとなり，又，投資会社として設立した Mutuali-

teも，その投資先は， ソシエテ・ジェネラノレの発起せる企業に限られ， 事

実上持株支配会社 Kontrollgesellschaftと化した。(第10，11表)

ベルギー銀行の場合， f昔方の中に占める保有手形の金額は， ソシエテ・ジ

ェネラルの場合に比して大きな比重を占めているが，銀行券の流通残高はと

るに足らぬものであり"割引が展開しうる余地は乏しかった。それに代って

ベルギー銀行は，その支配せる投資会社 ActionsReuniesを通じて， 額

商にして676万の株式を所有していた上12)発行引受によって， 1200万以上を

保有しており，更に，当座貸越等で，系列企業に対してはその資本金を上廻

る融資を与えていた。(第12，13表)

それでは，かかる発起活動及び長期産業信用信用を可能ならしめる資金の

源泉はし、かなるものであったか。ソシエテ・ジェネラルの場合は， 37年の増

資により資本金を6000万にふやし，更に， 2000万に及ぶ内部留保を持ってい

た。又，これに加えて2700万に及ぶ社債や債務証書 Promesseを発行して

安定した長期資金を得ていた。そして，これに加えて，一種の通知預金であ

る貯蓄金庫は4600万に及ぶ預金を集めていた。 13)このように， ソシエテ・ジ

ェネラノレの場合，長期資金及び自己資金の総資金に占める比率は約半ばに達

しており，当面の支払準備は十分であった。

これに対Lベルギー銀行の場合は，資金の総量がソシエテ・ジェネラノレに
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第10表 ソシエテ・ジェネラノレ貸借対照表 100万フラン

1835 1837 1838 1839 

現金・銀行券枠 14 20 24 18 

手 形 13 7 8 7 
f昔 /ιに与、 債 24 30 24 18 

貸 付ー 17 49 63 74 

株式持者・社債 4 31 33 38 

方 当 座 貸 越 17 53 58 55 

国 庫 金 15 14 15 11 

土 1也 20 25 25 24 

資 本 金制 34 60 58 57 

内部留保 6 20 21 23 
貸

銀 行 券発 21 21 27 21 

社債・債務証書 7 17 20 19 

貯 蓄 金 庫 預金 19 40 46 46 

方
国 庫 金 19 21 19 16 

当 座 借越 3 18 27 20 

土 地 25 34 35 35 

持白行銀行券保有を含む

時自社株を控除 Malou， op. cit. Annexe II 

mz 

第11表 ソシエテ・ジェネラル損益計算

主主

割引・商品担保貸付

有価証券担貸付利子

公債利子・売買益

株式社債配当・売買主主

国庫金出納手数料

交互計算業務

貸付利子

土地代金繰入

雑 収 入

経 費

手リ 主主

Malou， op. cit. Annexe Vl 

1000フラン

1837 1838 

552 360 

1，669 1，850 

2，210 2，029 

1，401 1，918 

192 195 

2，018 2，904 

246 241 

1，000 1，000 

568 550 

9，829 11，050 

2，960 3，863 

6，869 7，187 
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第12表 ベルギー銀行貸借対照表 100万フラ γ

いら i 37 38 39 

現 金 1.1 3.8 1.7 1.2 0.7 

株式担保貸付 0.9 0.1 0.1 1.7 5目9
f昔

手 JI~ 3.6 7.1 6.0 3.0 2.1 

株社 式債{所引 有受
、0.4 3.3 1.1 2.6 2.8 

6.6 10.6 12.9 9.6 2.9 

方
不動産抵当貸付 1.0 0.9 0.2 5.6 

越当 座貸{会其の社他
14.2 7.4 

2.0 14.0 
6.1 1.4 

資 本 10.0 19.0 20.0 20.0 20.0 

貸 銀 行 券 1.8 3.5 3.8 3.5 0.2 

貯蓄金庫預金 0.1 0.4 0.8 1.0 0.1 

借当 座越{会其の社他
2.7 1.9 

2.4 4.5 10.7 
9.1 1.3 

方 社 債 1.6 0.1 

対政府負債 4.0 
一一一一一一

Chlepner， L' Evolution du regime bancaire en Belgique p. 410 

比して乏しいのみならず，資本金を除くとその資金源は当座勘定の預金であ

り，この短期資金が，株式や当座貸越に固化され，流動性が著しく損われて

L 、Tこ。

このように1830年代のベルギーの大銀行は，発券銀行・預金銀行と発起銀

行(及び投機銀行)の諸機能を一身に兼具えており，しかも，その保有せる

株式についても，持株支配と投資，あるいは証券代位の機能上の区別を欠い

ていた。そして， ドイツの混合銀行の如く当座貸越が巨額に上り固定した際，

株式・社債の発行引受によってこれを回収する機構を欠いていた。そもそも，

当時のブリュッセルやアントウェルベンの証券市場は二流であり，この庖大
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な株式・社債を消化しえず，当時最も有力な資金所有者であった地主達も株

式投資には疑の眼をもって冷やかな態度を示していた。そして，幾つかの企

業会社や金融機関の株式をパリ証券市場に流す試みも成功を収めなかった。

そのため，新株式会社の設立に当っては，親銀行の株主に割当が行われ，親

銀行株を担保にした貸付が行われたのみならず，一部の投機家達は一株式に

対して 5%の配当保証が行われた場合一一部払込でその名儀を書換え，これ

を担保にして 4%の利子で銀行から借入れて残額を払込んだ。このように，

取引所における高値自体，このような株式担保貸付に支えられた人為的なも

のに他ならなかった。 12)

この二大銀行の発起活動に支えられた最初の「創立熱狂の時代」は， ，38年

末のパニックをきっかけにあえなく潰え去り，その資産のかなりの部分を株

式・社債や企業への貸付に固定化してしまっていた両行は忽ち苦境に陥った。

このパニックの遠因には， 38年の合衆国銀行 Bankof U. Sの破産-3000

万ドルの損失をヨーロッパの出資者に及ぼした。ーに加え，綿花相場の変動

で，各地の綿花商が破産に追込まれたことが挙げられるO そして， 38年 3月，

オランダが突如ロンドン条約の調印拒否を撤回し，ベルギ{は再びオランダ

との不利な講和を避けられぬ立場に置かれていたことも，金融市場を動揺せ

しめた。然し，その直接の原因は，ブーム中で既に進行しつつあった諸企業

の財務内容の悪化による追加発行，金融=証券市場の逼迫のうちに求めるこ

とが出来る O ベルギー石炭産業は，フランスへの輸出の伸びと，製鉄業におけ

るコークス高炉の増設によって未曾有の繁栄を迎え，新坑道の開発が進めら

れたが，これは労働力の不足と賃銀高騰 36年との比較で65%ーを惹起した。

そのため他の資材の値上りをみぬにも拘らず，炭価は急騰し，製鉄業に悪影

響を及ぼした。製鉄会社は一方で，コークスや鉄鉱石の値上りに苦しめられ，

他方では，高炉やパドノレ炉の操業に伴う種々の障害にぶつかって，新しい設

備を十分に稼動させることが叶わず，又，製品に欠陥が多く返品が山積した

このため，多くの製鉄会社は，更に増資や追加融資に頼らざるを得なかった。

その上，これら製鉄企業は株式会社であるため，内部留保の充実より配当を
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優先せねばならなかった。叫

第13表 1838年度ベノレギー銀行貸付

メJ:i込Z 社 名

Charbonnage d巴 Herve

HF d' Ougree 

HF d' Esperenc巴

HF d巴 Venne

Fabrigue de fer d' Ougree 

Saint-Leonard (machine) 

Vieille-Montagne 

Lini色reSaint-Leonard 

Les laine peignees 

計

百万フラン A.R=Action Reunies 

資木金 I自主 |lT当座L貸叫間?当?L座貸J越|株保式貸担付
1.0 0.21 0.165 0.167 

1.826 0.47 1.685 2.225 0.583 

2.5 0.673 1.620 2.340 0.778 

0.65 0.369 0.235 0.265 

3.5 1.820 1.185 1.170 0.159 

1.5 0.416 0.590 0.705 0.139 

5.0 0.380 3.790 3.740 0.128 

3.5 0.330 0.606 

2.0 0.03 1.535 

|21.176円ム 19凶o114.1451 2.56 

Levy-Levoyer， op. cit. p. 640 

このような状況の中で，ベノレギー銀行は， 37年4.5%の社債発行を行ったが

150万フランを得たのみで、あり， 38年 9月には増資が目論まれたが，実現の

見通しは全くなかった。そのため今や残された途は，貸付の抑制や回収への

努力やライン鉄道株の売却のみであり，もはやいかなる偶発事件が起っても，

支払停止は避けられなかった。 12月に入って，ベルギーはロンドン条約案の

修正を要求したが列国に容れられず，オランダとの再戦の危機が訪れた。こ

のためアントウェルペンにおける借入は著しく困難となったのみか，アント

ウェルベン支庖では預金者の払戻請求を受けた。これに加え，同行は，フラ

ンスの株主に 1月には 143万フランの配当を送らねばならず，パリで借入を

策していた。かくて， 12月4日，ソシエテ・ジェネラノレとの銀行券相互受入協

定による清算でソシエテに100万フランを支払った後， 12日に再び120万フラ

ンを請求されたが，現金は30万を有するのみで，政府の緊急の救済も受けら

れなかったベルギー銀行は，遂に17日その窓口を閉鎖し，パニックが全土に

広がった。ソシエテ・ジェネラルは，幸に潤沢な内部留保をパリやブリュツ

セルに持っており，必要とあればその手持の公債をパ'リ証券市場で換金しう
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るため，銀行券免換や貯蓄金庫の引出に堪えられたが，その保有せる株式は

暴落し，傘下企業への貸付も焦付いた儲回収が不可能であった。

こうして，ベルギー銀行は解散寸前に追込まれ，新聞やパンフレットには，

同行の国有化案，あるいは商業銀行への改造計画が叫ばれ，又フランスに倣

った割引金庫 Caissed' escompteの設立により， 手形割引や商品担保

貸付を行うことが要求された。政府と議会は，中産階級の零細預金の救済を

ぜんとし，又，ベルギー銀行の破産が，その系列企業の破産を誘発すること

を恐れて 3~6 ヶ月のモラトリアムを実施した上で，銀行券免換用260万，

預金払戻用140万計400万フランを 5%で融資した。そして，ベルギー銀行は，

慌しく系列企業に対する債権の整理を行った。株式担保貸付の残高の大部分

は，担保の名儀換によって解消し，当座貸越の残高も抵当貸付か， 5%利付

社債に転換し，その一部は，政府に担保として引渡した。このような整理の

中で再び現金が枯渇したベルギー銀行は41年再度政府から 100万フランの追

加融資を受けねばならなかったO 又， ソシエテ・ジェネラノレもその系列企業

に， 3 ~1O年間の支払猶予の下で，躍大なる貸付や当座貸越の回収を図っ

Tこ。 16)

この金融危機，わけでもベルギー銀行の債権回収は多数の企業を苦境に追

いやった。例えば，ボリナージュ製鉄， ヴァンヌ製鉄，ルクセンブノレク製鉄

や国民精糖 RaffinerieN ationaleは，結局再起不能となり，後に解散せ

ざるを得なくなったが，わけても最も重大な影響を及ぼしたのは，ベルギー

銀行の後楯でその工場を拡張し，ベルギー内多の多数の企業に参与していた

ジョン・コックリルが39年 2月破産 L，42年その死後株式会社に改組された

ことであった。 17)

(1) ソシエテ・ジェネラノレが，革命直後，国庫預金中ベノレギーに帰属すべき部分を

革命政府に引渡すことを拒否したのは，オランダ軍が占領しているア γ トウェルベン

支庖が報復措置として差押えられることを恐れたからで，結局旧勘定は一切凍結され，

オランダ側の支払指図 mandat(但し9月29日以前を除く〉の扱も一切停止された。

猶ベルギ一政府は，オラン夕、、国王や公債償還公社に支払われるべき年金をベルギー政



ベルギー金融資本の成立と発展(I) 石坂 35 (223) 

Iifに渡すととを要求し，拒否されるや35イr，-ir!j公金出納の権利を停止したが翌年復

活し，ベルギー銀行の強い要求にも拘らず， ソシエテ・ジェネラルの国庫金独占は破

られることがなかった。結局この紛争は42年，対オランダ清算協定(ユトレヒト協定

〉の結果， ソシエテ・ジェネラノレの未払分3240万クソレテ、ン':1:1，在オランダ資産より生

ずべきもの1600万を|徐いた1540万が確定し， 810万は，ソワーニコの森の一部をもっ

て， 480万は約束手形で， 250万は，現金で政府に交Jムわれた。

叉，国王が/1:¥資した御料地は， 31/'F~2 年 1014万フラン， 33"l588万， 34年266万，

35年， 486万， 36年1125万， 37~40年 1125万フラン計3485万フラン，約18717ヘクター

ルが売却され，政府に引渡したソワニュの森を除くと，クーヴァンとアーノレ Harreの

二つの森林330万フランを残すのみとなった。但し，これらの土地代金は， 現金では

なし国債やブリュツセル市債で受取っている。 Malou，op. cit. p. 13. Chlepner， 

Regime bancaire p. 77 

猶， ソシエテ・ジェネラルは，依然株式主総会を有せず， 60人の大株主以外には-

34年を除き その経理は公開されることがなかったから，一層疑惑の眼を向けられ，

「この国の一切の利害関係を支配する機関」とさえ呼ばれていた。 Chepner，L' e-

volution du regime bancaire en Belgique. Bullet仇 del' I.倒titutde Sociolgie 

Solvay 1922. (4) p. 240 

(2) ソシエテ・ジェネラルは，革命政府に20万の緊急融資を与え，更にロンドン及び

パリの両ロートシルト商会の協力で， 300万フランの国債発行に成功し，新国家の国

際的地位を向上させた。B， Gi11e， Lettres adressees a la maison Rotschild de 

Paris par son representant a Bruxel1les I. Louvain-Paris 1961. pp. xvi-xviii 

叉， 34年には，東フランドル州の綿工業救済のため， 共販会社 Societede l' incl-

ustrie cotoni吾re(300万フラン〉を設立し， 30年にブリュツセル市 (10万〕に融資を

行いパニックと失業をl食止めた他，モンス支庖を通じて炭鉱の手形割引によって救

済融資を続けた。そして，同地の個人銀行ワロッケ IsidoreWarocque 破産の際，

彼が裏書した多数の融通手形を肩代りし，一総額4，164.538グルデン (Legrand-Goss-

art et Cie， F. Lecreps， Drapier 61. 8万， Hannonet-Gendarme 93.84万， R. de 

Puyclt. 175.52万， A. Desprez de Chinay 60万〉当該企業の持分，株式を担保にと

り(Societecle Canalisation cle Sambre 144株中112. Hauts-Fourneaux et Fo 

rges cle Couvin 2010. Societi! cles Hauts-Fourneaux d'Hourpe-sur-Sambre (1 

46株中110)，後の産業企業への直接参与への端絡をなした。 Levy-Levoyer， op. c-

it. p. 603. n. 12. 又，33年以降， ~(li{fj]j{直となった!日オラ γタ公債を抱え破産に瀕した

市町村や私立の貯蓄金庫 Caissed' Epargne-ートウノレネー，ガン， ヴェノレヴィエ，

リエージュ等ーを吸収し，ベルギー銀行もこれに対抗して，自ら貯蓄金庫を設けた。

Chlepner， Regime fancaire (ll) ， P. 51 

(3) P. Scholler， La transformation economique de la Belgique cle 1832 a 
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1844. Bullet仇 del' Institut de recherches economiques et sociales. Universite 

Catho1ique de Louvain. XIV (1948) pp. 579 et suiv.因みに，ベルギーの鉄道

網は， 1841年で335kmで，フランスの499km， ドイツの 580kmと比較して，裕段の対人

口及面積密度を有した。 Annurairestatistique de la France. partie retrospect-

lV巴.

(1) 第5，6，7表を参照， 1815{fc~30年の問，ネーデルラント王国の下でも，ナポレオ

ン法典が継承され，株式会社設立に対して政府の認可が要求されていた。これは，泡

株会社や投機の抑制，資本の集中と独占の阻止を目的としていたと考えられるが，ウ

ィルレム一世の経済政策は，積極的にこの規定を利用して，特権企業以外の株式会社

の設立を抑えていた。この時期，ベルギー地区で23の株式会社が設立されたが，うち

13は保険会社で，この他ガラス会社が2つ，麻及び毛織物の会社が2つ含まれている。

そして，とのうち15が短命に終った。石炭会社は，この時期，株式会社化を阻まれ，

一件も見当らない。 Demou1in，op. cit. pp. 287-88， 354--5， Louis 止さ're，op.

cit. chap.I，猶，この時期には，ソシエテ・ジェネラルは何等の発起活動も行ってい

ない。

(5) ベルギー独立に伴い，株式会社の設立は自由と宣せられたが(臨時政府布告10

月16日第3条，憲法第20条)，一方では，商法37条の政府認可の条項も生きており，

控訴院が42年との条項を有効と認める迄，解釈が確定しなかったが，政府は，認可

のない株式会社を合資会社としか扱わず， 41年には取引所への上場を禁じ，叉，公共

の利益に反したり，第三者に損失を与えたりせぬように，定款を検討し，屡々その修

正を求め，叉経理の公開を命じた。(例えば， Mutua1iteは41年迄認可が得られず，

最初の計画では資本金5000万フラン，公称資本金 l億を公称3000万に縮小することを

余儀なくされた。叉 ActionsReuniesも，国債叉はベルギー銀行系企業にのみ投資

することを条件として課せられた。 叉 Societeanonyme de de fabrique de fer 

du Hoyouxは，認可に当り，不動産及び 1万フラン以上の動産の取得を禁ぜられ，

S. A. Agricole de Frarsne-en-Buissenalは，家畜の肥育と甜菜の裁培を禁じら

れ，蒸気機関を 4台に制限された。)このような政府の指導には明確な基準がなく，

往々にして役員を送り込む<Favoritisme>の道具になった。そのため， 1873年，自

由主義政策の一環としてこの条項も撤廃された。 Chlepner，Regimebancaire p.420 

猶，既に個人企業が一定の規模に成長している，ヴエルグィエの毛織物， リエージュの

武器工業，フランドソレの麻織物工業で7土，株式会社の設立には独占と競争者の破滅を惹

起すとの理由から激しく抵抗した。例えば36年， Ancionと Anquetの二人の武器

製造業者の株式会社計画には，商工会議所を先頭に労働者迄が反対に立上り，結局合

資会社に変更された。この他同種の反対は， Societe anonyme pour la peignage 

et la filature le laine et la fabrication des tissus de laine peigne CVerviers. 

37年)， S. A pour la filature de 1in et des etoupes a la mecanique (Ost-
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ende 37年)Levy-Levoyer， op. cit. p. 619 n. 108 

(6) この当時，フランスにおける1，520の株式会社の資本金総額は6目7億フラン，合資

会社は1， 106， 11億1700万であるが，鉄道会社が重要な地位を占めている点に注意。

Levy-Levoyer， op. cit. p. 632. n.1 

(7) との期間に設立された他の銀行は，発券銀行として，①ナーゲノレマーケル N-

agelmacket等のリエージュの金融業者により資本金 400万フランをもってお年2月

設立されたりエージュ銀行 BanqueLiegeoiseがあるが，との銀行は割引を禁じて

いるため，発券も残高70万フランに過ぎなかった。②アントウェルペン商業銀行 Ba-

nque commerciale d' Anvers. 37年10月設立，公称資本金2500万，払込500万， 定

款はあらゆる活動を短っているが，預金も割引や当座貸越も少額で，発券も行われた

形跡はない。 48年の恐慌で破産，③アントウェルベン産業銀行 Banquede l' Indu-

strie d' Anvers (38年5月，公称資本金1000万払込500万)，割引のみならず輸出

金融を行い，叉，ブラジルやアメリカ合衆国に商船隊を出した。 46年より清算に入る

Chlepner， UEvolution du rp.gime bancaire， p. 437 

(8) ソ、ンエテ・ジェネラルは， ロートシルトの仲介で， Societe de commerceの

株式をパリで発行し1400万フランの応募と好成績を収めたが，買手には， ロートシノレ

ト以外にS.Heine (Hamburg)， A. Schaafhausen， Baring & Co. (London) L. 

Wil1ink (Amst巴rdam)が含まれていた。然し36年，ロートシルトは Mulualiteの

株の発行を引受けうち3000を自ら保有し，tQり5000を市場に流した。 Gil1e，op. cit. 

p. xxxvi. Levy-Leγoyer， op. ci t. p. 617， この他， ソシエテ・ジェネラノレは， So-

ciete de commerc巴 deBrugesのパリでの発行を行ったが， この会社の地方性の放

に成功しなかった。叉， 37年のソシエテ・ジェネラルの増資の際， ロートシルトと 8

人のパリの金融業者がパリ市場での発行を企たが後にその計画は放棄された。猶，後

にみる如く， Societe Generale， Societe de Commerce， Mutualite，と親会社は，

相互に株の持合を行っており，どれだけの株式が実際にソシエテ・ジェネラルの支配

下のあったかは正確に計算できない。

(9) Levy-Levoyer， op. cit. pp. 363， 603， 605， 608-9 M. Colle-Michel， Les 

archives de la societe des mines et fonderies de zinc de la Vieil1e-Monta-

gne. Lou vain 1966 p. 11 

Banque Fo口ci色白は，革命古i}から，公証人のDesforgesの計画せる所であったが，

35年，ソシエテ・ジュネラルはこれに積極的に参加し， 3人の取締役 Rittwegerfi-

Is， Comte de Bail1et， Opdenbergh.と監査役 Schumackerを送り込んだ。然、し，

発記の不完全さからこの種の金融に伴う紛争が絶えず 3訴訟を繰返し， 43年解散した。

Chlepner， Regime bancaire. p. 281 et suiv.又，ベルギー銀行は，他の不動産抵

当銀行 Caissehypothecaire (1200万〕の発行する抵当証券を 4%で割引き，叉，

Caisse des proprietairesにも期限を問わず信用を供与した。
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帥 R同Til1y，Financial 1nstitution and 1ndustrialization in the Rhineland， 

1815-1870. Madison 1961， p. 101 

帥 拙稿「ジョン・コックリル株式会社の創生記J83頁，ソシエテ・ジェネラルは，

とのパリ リール Lilleーベルギ一国境の鉄道路線(後のロートシルト系の北部鉄道

Chemin de fer du Norのをフランス・ベルギー資本で建設せんとしていたが，鉄道

資材の無税輸入と政府が4%の配当を保証すること要求し，政府との条件が折合わな

かった。との隙に乗じて，コックリノレは， 46年経費の%を補助すること， 15年後にキ

ロ当り25万フランで政府が買収しうることを条件とし， レール等の持込反対の声を緩

和するため， Decazevilleの製鉄所買収を検討した。ベルギー銀行は，この交渉を行

ったフランス大使ノレ・オシ伯の経営するヴィエイユ・モンターエユ鉛鉱会社に 200万

フランを追加融資せざるを得なかった。但し， 7800万フランに上るこの建設費をベル

ギー銀行やコックリルが調達し得たとは考えられない。 Levy-Levoyer，op.cit. p. 6 

25， Gille， op. cit. p. xlii. 

伺ベルギー銀行は， Action Reuniesに， 260万フランを出資し 5人の取締役

中3名を握るた。 Levy-Levoyer，op. cit. p. 616 

帥 ソシエテ・ジェネラルは，貯蓄金庫の利子を 4%に定め，引出は 8目前に予告

し，迎2JQlfJうものとしたが，預金が集まり過ぎるため， 500フラン以上は 6~12

ヶ月払の約束手形に切換え， 38年には， 500フラン以上の引出は45日前の通告による

ものとし，更に42年には利子を 3%に引下げ，通告を60日前とした。ベルギー銀行は，

5000フラン迄，最高 4%の利子を払い， 100フラン以上の引出は 5日前の予告， それ

以下は 3日前とした。従って，ベルギー銀行は，パニックの|祭，取付けになる危険は

大きかったのである。 Chlepn巴r，op. cit. pp. 11. 51 

M T. B. Hodge， The 1ron King of Li色ge. John Cockerill. (Unpublished 

ph. D. thesis Columbia) p. 418. Levy-L巴voyer，op. cit. p. 638 E. Stainier， 

Histoire commerciale de la metallurgie dans la district de Charleroi de 18 

21， 1867 2e edition Charleroi 1873 p.9 

当時，フランスの鉄道会社は，資材値上りのため当初の予算を超過してしまい，増

資に頼らざるを得ず，このため証券市場が圧迫された。ロートシルト等のフランスの

金融業者は素早く手を引いたが，ベルギーの大銀行は，諸企業とあまりに深く結びつ

いていた。

(l~ 1831年，まだオランダ側が優位を保っていた時期にロンドンで列国により取決

められた24ケ条のベルギー独立条約で，リンビュルフ Limburgとルクセンブ、ルク L-

uxemburg両州の一部がオランダに帰属し，旧公債の負担区分もベルギーに不利であ

った。ベルギーは38年の恐慌と，ロートシルトの借款拒否で抗戦を断念せざるを得な

かったが，ともかくも，公信用を安定させることが叶った。

Chlepner， Marche financier p. 30 

M Levy-Levoyer， op， cit. p. 639， Chlepner， Regime bancaire (V) p. 53 
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肋前掲拙稿86頁

s1.二月革命の経済危機と銀行改革一中央銀行の創立

35年から38年にかけて銀行の発行引受や巨額の信用供与に支えられて異常

な拡張を続けたベルギーの石炭業や製鉄業は， 39年恐慌の後数年間，深刻な

不況に苦しまねばならなかったが，資産の相当額を株式・社債や貸付に固定

化してしまった二大銀行も，証券市場でこれを流動化することもできず，全

く行動の自由を奪われた。(第4-5図) 0 石炭業は，製鉄業のコークス需要

の激減と，恐慌による価格崩落で打撃を蒙ったが，フランス市場が安定して

いるため，必ずしも減産を見なかった。然し，新設の製鉄企業の生産能力は，

もはやベルギー固有鉄道のみではその一部しか吸収できず，国外市場はイギ

リスに押さえられ，又フランスは，関税障壁によってベルギーのレールの輸

入を拒んでいた。このため，製鉄会社は欠損と減資を続け，操短を余儀なく

され，在庫は累積していた。この状況の l:jCI で，ベルギー製鉄業は44~45 :tf三に

1836 1840 

第 4図株式相場 1836-45

Levy-Levoyer， op. cit. p. 681 

1840{1三=100

1845 

A.石炭及製鉄株 (Produits，L巴河口t，

Hornu， Longchamps， Scl巴ssin，Ve-

n口e，Ougree， Chatelineau) 

B 銀行 (SocieteGenerale， Banque 

de Belgique， Societe， Nationale， S-

ociete de Commerce) 

C.フランス鉄道株 (Paris】St.Germa-

in， Versail1巴 nv巴 droiteet rive 

gauche， Paris，ーOrleans，Strasbourg-

Bal巴 Paris-Rouen，Rouen-Le Havre 
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45 

46 

47 

48 

A 

B 

(1) 
銑鉄生産

9.0 

9.6 

9.79 

10.69 

13.46 

18.03 

24.84 

16.16 

第14表

借方

固定設備

在庫

a 

b 

債権 C

Levy-Levoyer， op. cit. p. 689 

I.ベルギー銑鉄生産=輸出高

(1) 
価格

100fr/t 

92 

89 

89 

105 

130 

115 

90 

(2) 
輸出

1.57 

2.33 

4:53 

5.51 

4.21 

6.23 

11.04 

5.86 

(3) 
フランス向

0.9 

1.25 

2.15 

3.13 

2.95 

4.57 

10，000 t 

(4) 
ドイツ向

1.6 

2.2 

1.23 

7.58 
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50 

14.85 

14.45 
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75.6 

4.32 

9.23 

41 (229) 

(1) A. Wibail， Evolution economique' de la siderugie belge de 1830 a 1913 

Bulletin ぬ['1 nstitut d担ssciences economique de [' Universite Catholique ゐ

Louvain. V. 1923 Aunexe 

(2) Expose de la situation du Royaum de Belgique 1841-50 p. 126 

(3) Levy-Levoyer， op. cit. p. 407 

μ) Beck， Geschichte d巴sEisens. 1 V SS. 694-5， Stainier， op. cit. p. 47 

第14表 ll.ベルギー鉄製品輸出

1841-50統計 (t)

銑鉄 錬鉄 棒鉄 レーノレ

フラ ンス 277，491 1，134 135 

オラ ン夕、、 2，010 10，250 3，734 

プイロセン 263，739 5，925 1l，517 456 

ノレクセンフノレク 4，011 26 17 

バイエルン 14，806 

其 の 他 278 3，851 2，226 

Expose de la situation du Royaum de Belgique 1841-50 p. 123 

は，南ドイツ諸邦(パイエルン，パーデン，へッセン=ダルムシュタット)

オーストリア，北イタリア(ピエモンテ，ジェノヴァ， ピサ)の鉄道建設に

ダンピングをもって割込み，尼大な在庫の一部はフランス市場に強引に流込

んだ。幸に44年からドイツ関税同盟からベルギー銑鉄にトン当り 11マルク一

一般の21マルクに対して の特恵関税を認められたため， ドイツ市場に進出

することが出来た上， 43年以降，フランスの鉄道ブームの再聞に伴って，フ

ランスの製鉄業が国内の需要に応ずることができぬため，対仏輸出も目覚し

く増大した。こうして45年以降，漸く製鉄業の生産高は恐慌前の水準に回復

し，新しい高炉の建設が始った。 1) (第14表)

然し，ベルギー銀行は，最早産業信用の供与は行わず，自ら商業銀行の役割

に甘んじていた。この銀行は41年1000万フランの増資を行って，政府からの

借款を返済したが，この増資分は，定款によっ短期信用にのみ充当さるべき

ことが定められていた。この間，系列企業の債務の整理や担保貸付の回収に

より，銀行自身の株式・社債の保有高自体は増加しているが，新規の参与は
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第15表 ベルギー銀行貸借対照表

Chlepner， Regime bancaire p. 411 

借方(百万フラン)I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46 I 47 I 48 
現 金 1.5 2.0 2.1 3.1 4.6 4.0 4.7 3.1 3.5 

手 首長 2.5 6.1 9.5 13.2 14.2 14.3 13.3 13目6 8.5 

債 務 証 書 1.5 1.3 1.2 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 

株式社債{所引有受
4.0 6.4 7.1 7.2 7.5 9.5 8.6 8.2 8.0 

2.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.4 0.45 

株 式 担 保 貸 付 5.5 5.5 3.9 3.8 3.9 2.0 2.0 2.0 2.1 

新 規 貸 付 1.9 1.2 1.2 2.0 2.9 3.3 2.4 3.4 

不動産抵当貸付 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 

5.3 5.0 3.7 4.3 4.1 1.5 2.3 3.4 4.3 
当座貸越 其の他 1.7 2.3 4.0 8.0 5.3 3.4 4.2 3.4 3.2 

不動産抵当証書 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 5.2 5目 2 4.6 4.6 

貸 方

資本 1885発行 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 17.5 17.1 17.1 17.1 

1841発行 6.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

銀 行 券 0.7 2.6 2.2 4.3 6.4 5.6 6.7 5.4 10.3 

貯 蓄 金 庫 預 金 0.3 0.7 1.2 1.9 1.0 0.8 0.2 0.04 0.001 

当座側{会社
1.3 0.8 0.6 1.2 1.1 0.3 0.04 0.4 0.2 

倒人 3.5 4目O 6.3 11.4 13.7 10.4 8.5 7.7 2.4 

政 府 貸 付 4.3 4.2 

社 債 0.5 0.5 1.1 1.2 0.5 0.02 0.01 

不動産抵当証書 1.2 1.3 0.7 0.2 

全く見られず，これに代って手形割ヲ!と交互計算が主要な業務となった。 2)

一方ソシエテ・ジェネラノレも 3~10年計画でその系列企業への債権回収に

努め，一切新規の発起業務を行わなかった。そして42年，第一次の回収目標

1300万フランを達成してからは，系列企業への短期の信用供与を再開し，こ

の II~ 点では，金融が緩慢化して，他の資金の借入れも容易となっていた。そ

してソシエテ・ジェネラルは，その地方代理庖や，地方銀行一フランド、ル銀

行 Banquede Flandre，アントウェルベン商業銀行 BanqneComme-

rale d' Anvers，ブリュージュ通商会社 Societede Commerce de B-

rugesーを通じて割引や再割引を行ったり，その発券を援助したに止った。

りこの時点で十フランスやイギリスでは，鉄道ブームが再開し，イギリスで



ベノレギー金融資本の成立と発展(I) 石坂 43 (231) 

過剰となった資本によって，ベルギーで私鉄を建設する計画が進められ，ロ

ンドンでは，ベルギー政府の認可を侯たずして取引所でその株式は高値を呼

んでいたが， ソシエテ・ジェネラルはこれに全く関与せず 4)又，かつて，

コッグリルと争ったフランスの北部鉄道(パリ"ベルギ一国境)についても，

ロートシルト等のフランスの大個人銀行(¥，、わゆるオート・パンク)の手に

委ねた儲であった。しかも， 45年，彼等の手で，北部鉄道株式会社S.A de 

chemin de fer du N ordが設立され，国の建設した路線の拡下げを受け

るや，フランス資本は，この鉄道に関連せる石炭や製鉄事業に進出し，ベル

ギー諸企業の買収を企てた。 45年には，マレ Malletがプ己ヴィダンス製

鉄， La Providence及びマルシアンヌ・オー・ポン Marchienne-au・

Pont製鉄に，出資し，パリの鉄商人達がウールプ HautsFourneaux de 

Hourpesを支配していたが， ロートシノレトも， ソシエテ・ジェネラル傘下

にあった企業を株の安値とソシエテ・ジェネラルの窮境に乗じて買収せん

とし，スクレッサン Sclessin製鉄の株式の 5/9を買占めた他，アグラップ

=グリセイュ L'Agrappe et Grisoeuil炭鉱会社に増資を行わせて， そ

の支配権を握り， Societe Nationale から譲受けたサン=ギラン炭鉱鉄道

chemin de fer de Saint-Ghislainを合併して， 46年ベルギー炭鉱株式

会社 S.B des charbonnages belges を設立し，又，ノールで、も， ロー

トシルトが Societe de commerce が出資していたアンザン製作所 l'

etablissement d' Anzin を買収し，セレ Serret 及びル・リェーヴル

Leliらvres& Cieが%，Charbonnages belgesが%を所有するドナン製鉄

所を併合して， 47年にドナン=アンザン製鉄会社 Societe des Hauts-F-

ourneaux et Forges de Denain et d' Anzinを設立したことによって

ソシエテ・ジェネラノレの支配権が失われたが，積極的な対抗策もとられなか

った。 5)

こうして，ベルギー製鉄業は，鉄道ブームの中で， ドイツやフランスの輸

出で繁栄を取戻したが， 47年にイギリスやフランスで発生した恐慌がベルギ

ーにも波及し，これにフランドノレの農村麻織物工業の危機や凶作が重ったた
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め，ベルギーは再び不況に陥ち込んだ。そして， .これに続く決定的な一撃が

二月革命によって加えられた。パニックは，全ヨーロッパ的規模に広がって，

ベルギーの銀行はもはや，フランスの大銀行の援助を期待することが出来な

かった上，フランスの影響で，労働者階級のストライキが勃発した。このよ

うな不安の中で，二大銀行は銀行券の流通高が激減し，割引を停止せざるを

得なくなったのみならず，貯蓄金庫の預金者が引出に殺到したため，遂に政

府にモラトリアムを要請した。政府は取敢えず 3月20日の法令をもって，ソ

シエテ・ジェネラノレとベルギー銀行の銀行券を法貨と認め(ただしソシエテ

・ジェネラルは3000万フラン・ベルギー銀行1000万フランの範囲内で) ， リ

エージュ銀行とフランドル銀行には，それぞれ二大銀行の銀行券の追加発行

(折半)で100万フランずつ融資が認められた。

1~500 

500~1500 

1500以上

労 働 者

f実 I車
小売商

施 4商 E生

其 の 他

第16表 ソシエテ・ジェネラル貯蓄金庫預金

口 座 数 預金高

14.340 3.050.656 

15.084 14.622.554 

1.813 25.750.480 

5.609 2.891千フラン

8.540 7.003 

2.932 2.508 

3.048 8.845 

19.108 22.697 

Chlepner， Regime bancaire 

Cvno p. 428 

ベルギー銀行は38年の背い経験から，貯蓄金庫の預金を 4%公債で払戻し

うる約款を予め定めておいたが， ソシエテ・ジェネラルは，恐慌後60日目に

500フラン以上の大口預金の引出に応じなければならなくなっていた。 その

ため，政府は，更に2000万フランの追加発行を認めたが，これは，預金払戻

の目的に限定され， 4%の利子を国に支払い，追加発行分についてはソシエ

テ・ジェネラノレの資産に抵当が設定され，その聞の配当は禁止されると云う

非常に厳しい条件が課せられた。そして，政府は，恐慌による財政収入の激
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減を穴埋L，救済事業に要する費用を調達するため，強制公債割当や，大蔵

省、証券 bonsde tresor 発行に代えて， ソシエテ・ジェネラノレの追加発行

により 1200万フランを借上げた。このような，銀行券の免換停止と追加発行

にも拘らず，銀行券の減価は0.5~1% と云う軽微るものに終った。これは，

4%の利子負担が過重な上 5月にはパニックが鎮まって，予想された程の

預金引出に到らなかったためであった。法律によって認められた発行限度は，

6600万フランであったが，発券はピークの49年10月で5480万(うちベルギー

銀行1010万)で， 50年には4000万そこそこに下った。そして政府は，事実上

機能を停止した諸銀行に代り，プランスに倣って48年3月20日，ブリュ y セ

ルに資本金800万フランをもって国立手形割引所 Comptoir d'Escompte 

を設立し，その半額を両銀行の出資に仰し、だ。そして，この他にモンス，ヴ

ェノレヴィエ，アントウェルベン，アルロン Arlonにも同種の機関が設立さ

れた。この中で有効に機能したのは，ブリュッセルのみで，高品や不動産，

有価証券を担保に評価額の%を 5%の利子で貸付けることになったが，審査

が厳格なため 3年聞を通じて， 2335.1万フランが割引文は貸付けに使用さ

れたのみで、有効に利用された資本は 250万フランに止った。さらに，これに

第17表 ソシエテ・ジェネラル貸借対照表

(1847) S.C=Societe de Commerce 

milliomo frs. S.N=Societe Nationale 

M.=Mutnalite 

イ背 方

現金 18.1

商業手形 9.9 

株式担保貸付 57.9) S.C. 17.9 
(28.6) l S.N. 10.7 

株式・社債 29.2( S.C. 7.4 
(22.8): S.N. 13.2 

l M. 2.2 

当座 貸 越 37.3( S.C. 13.2 
(36.9): S.N. 5.2 

l M. 18.5 

括孤内は，自社及び系列会社保有

貸 方

資本金 63.5( S.G. 40.0 
(57.7)) S.C. 4.2 

¥ S.N. 2.2 
1. M. 11.3 

銀行券 23.3(S.G. 7.5) 

社債 38

預金 41.4

社内留保 31.4 

Chlepner， Regime bancarie， (Vlli) p. 205 
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京IJ戟されて， 48年にブリュッセルに民間資本によるブリュッセル相互銀行

Union du credit de Bruxellesが設立され， 48年に194.7万， 49年931万，

50年に1207.8万の割引を割ヲI¥，、た。相互銀行の資金は会員による融資申込の

ち%の払込によって集められたが，実際には，三大銀行の再割引に依存して

いた。

ソシエテ・ジェネラルは，追加発券の承認を引換えに，経理の公開と改組

を呑まねばならなかった。この銀行は株主総会を欠如し，60人の最大株主ーと

云うよりも少数の重役 しか，複雑きわまりない秘密会計を理解できなかっ

たが，政府の監査でこれが初めて明るみに出された。ソシエテ・ジェネラノレは，

オランダ国王持株の買取等を通じて巨額の自社株を資産の部に計上し，又，そ

の系列下にある企業=投資会社3社 (SocieteNationale， Societe de C -

ommerce，Mutualite)の株を大量に所有する一方 3社もソシエテ・ジェ

ネラル株を所有し，更に 3社に庖大な当座貸越が供与された結果，シャム鼠

Rattenkonig (R.Liefmann) の如き癒着をとげていた。ソシエテ・ジ

ェネラノレは50年， 自社株分の減資を行い，その一部は債権者に交付 L，又，

Societe Nationaleと Societede Commerceは 2.5株対 l株の割合で

吸収合併した。更に 8つの系列会社の清算を行い，残りの持株は，額面と

48年の相場との中間値をもって借方に記入した，そして，更に創立以来の最

大株主会に代り株主総会が採用されて秘密会計が廃止されたo 6) (第17表)

一方，各銀行の発券権能を新機関に吸収し銀行券の信用を回復させる企て

に対し，三大銀行は既得権を楯に抵抗したが，この対立は，両行に，新しい

発券銀行(資本金4000万)に2500万(ソシエテ・ジェネラルに1000万，ベル

ギー銀行 1500万) の出資を認めることで落着し， 1851年から，国立銀行

Banque Nationale が発足し，両行の発券権能と国庫金出納を吸収した。

フランドル銀行t工，国立銀行から 2%で銀行券の貸付を認められることで，

事実上発券を放棄してその代理屈となり， リエージュ銀行も1875年の期限迄

発券を放棄しなかったが，その発券は皆無に等しく，事実上中央銀行が成立

した。そして国立銀行は， ソシエテ・ジェネラルが政府に貸上げた1200万を
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肩代りした上，両銀行の銀行券の回収を図った。まずソシエテ・ジェネラル

には， 2000万フランを融資して残額は独力で問収することを義務づけ， 1851 

年には国立銀行が， 935万フランを回収し， (うち635万はソシエテ・ジェネ

ラノレが償還し，残額は 3 %の証券)54年には残高が584，755万フランまで減少

した。ベルギー銀行の銀行券の流通残高も 100万フラン迄減少した。この後，

国立銀行の発券は，何年から1000万フニ/ラを超え，各地の相互銀行の手形再

割引により，民間企業，殊に中小企業に豊富な資金を提供した。(竹但)

このように，ベルギー産業革命の生み出した金融構造のひずみは， 48年の

金融恐慌によって漸く整理され， ソシエテ・ジェネラノレとベルギー銀行は，

発券を放棄して，純然たる混合銀行に転化し，フランスのクレディ・モビリ

エと並んで，ベルギー内外に再び発起活動を展開して行く O

(1) Levy-Levoyer， op.cit. pp. 686-7， Stainier， op. cit. p.ソシエテ・ジェネ

ラノレ系JJ製鉄会社3社に対し Societede Commerceは， 基準価格を遵守させんと

したが，いずれもこれに従わず，叉， Societe charonni色r巴 franco-belgeによる石

炭共販も失敗に帰し， 245隻の鮮は各石炭会社に返還された。叉，ボリナージュの諸

炭坑は，生産命IJ限と価格維持を図ったが，それも‘ンャルルロワ Charleroi地区との

競争で困難になった。このように，この不況期には，カルテル結成すら難しかったこ

とに注意

(2) Chlepner. MarcM financier， p. 37 (第15表参照)

(3) Levy-Levoy巴r，op. cit. p. 691，フランドノレ銀行は 38年にイギリス資本に

よって計画されベルギー銀行へ参加を企て拒否された。後40年認可を受け，ソシエテ

・ジェネラノレも資本金(公称1000万，払込371.4万〕のうち100万フランを引受けた。

この銀行は長期信用の供与を禁ぜられ，割引=発券と当座貸越や荷!日担保貸付を業務

とし，その発券高は 1845óf.~ 6 年にかけて 140万フランに過ぎず，しかも 45~47年は

フランドノレの経済危機によって，損失が続いた。 Chlepner.Regime Bancaire， p， 

436 

(4) ベルギー政府は，工事完成前にブリュッセルやアントウェルベγの取引所に上

場することを禁じた。然しこれらの鉄道会社は45年のロンドン株式取引所の暴落によ

って，資金提mに陥り，認可された770kmの殆んどは48年恐慌のため放棄され， 52年か

らベルギー資本で再開された。 Chlepner，Marche financier p. 36 

(5) Levy-Levoyer， op. cit. PP. 695-698 

Gil1e， op. ci t. ll. pp. xiii -xviii 

(6) Chl巴pner，Regime bancaire (日s)P. 256 
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Malou， op. cit. pp. 49-61. 48~50年に清算された企業は， Renard， Hauts Fou-

rneaux de Luxembourg， Mehlem et Cie， Raffinerie Nationale， Societe civile 

de Quartier Leopold， Batisses Bruxel1es. Banque fonci色re，Societe de com-

merce de Brugesと二つの企業会社，計10社である。

(7) アントウエルぺγ商業銀行は， 48年のパニックの犠牲となり破産した。

(8) ベルギー銀行は， 1841年発行の新株5株及び7000フランの社債をもって，国立

銀行の株式10株との交換を認め (856.5万〕残りは， 35年の株と合同し，増資によっ

て資本金は3000万フランに増額した。そして，この改正によって再び投資銀行として

活躍する途が聞かれたのである。，Chlepner，Regime bancaire， (Vn[) p. 495 


